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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高 (百万円) 12,215 11,286 11,724 13,010 14,126

経常利益 (百万円) 76 360 98 55 285

親会社株主に帰属する当期純利
益又は親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(百万円) 274 3 △75 △104 80

包括利益 (百万円) 291 7 31 16 △44

純資産額 (百万円) 5,217 5,203 5,216 5,206 5,134

総資産額 (百万円) 11,983 12,082 14,367 14,700 14,226

１株当たり純資産額 (円) 1,338.70 1,328.07 1,325.15 1,319.34 1,298.24

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 70.64 0.81 △19.19 △26.47 20.45

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 43.5 43.1 36.3 35.4 36.1

自己資本利益率 (％) 5.4 0.1 △1.4 △2.0 1.6

株価収益率 (倍) 13.2 1,072.4 － － 57.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 865 51 △399 446 502

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △190 △782 △1,244 △244 △356

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △92 78 1,028 △51 24

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 2,209 1,594 1,023 1,177 1,347

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
357 368 378 376 385

(64) (64) (79) (97) (93)

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 第44期及び第45期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載して

おりません。

３ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第43期の期首から適用してお

り、第43期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。



― 3 ―

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高 (百万円) 7,650 6,578 7,026 8,375 8,890

経常利益 (百万円) 361 213 67 0 321

当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) △325 92 43 △126 217

資本金 (百万円) 603 603 603 603 603

発行済株式総数 (株) 4,746,000 4,746,000 4,746,000 4,746,000 4,746,000

純資産額 (百万円) 4,281 4,362 4,500 4,462 4,519

総資産額 (百万円) 10,138 10,330 11,978 12,195 11,964

１株当たり純資産額 (円) 1,098.45 1,113.53 1,143.31 1,130.82 1,142.66

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)

(円)
9.00 9.00 9.00 9.00 12.00

(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は１株当
たり当期純損失（△）

(円) △83.60 23.68 10.96 △32.02 55.11

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 42.2 42.2 37.6 36.6 37.8

自己資本利益率 (％) △7.3 2.1 1.0 △2.8 4.8

株価収益率 (倍) － 36.6 80.2 － 21.4

配当性向 (％) － 38.0 82.1 － 21.8

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
185 182 180 182 193

(29) (30) (37) (38) (32)

株主総利回り (％) 104.8 98.2 100.6 111.1 136.2

（比較指標：配当込みTOPIX） (％) (142.1) (145.0) (153.4) (216.8) (213.4)

最高株価 (円) 1,020 953 956 1,090 1,250

最低株価 (円) 852 843 850 864 937

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 第42期及び第45期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりませ

ん。

３ 最高株価及び最低株価は福岡証券取引所におけるものであります。

４ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第43期の期首から適用してお

り、第43期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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２ 【沿革】

年月 概要

1979年10月 麺及び養魚用配合飼料の製造販売並びに飲食レジャーを目的として鹿児島県日置郡伊集院町徳重

28番地（現在の日置市）に株式会社ヒガシマルを設立すると同時に有限会社ヒガシマル食品工業

より営業の一切を譲受

1981年５月 鹿児島市に養魚用配合飼料開発の目的で農林水産省の補助を受けて研究所が完成し、鹿児島県水

産試験場から飼料実証試験事業を継承

1984年３月 鹿児島市に鹿児島工場を新設し、クルマエビ用配合飼料の製造を本社工場より移転

1989年10月 鹿児島県日置郡伊集院町猪鹿倉20番地（現在の日置市）に本社を移転

1992年４月 有限会社ヒガシマル開発（鹿児島県日置市）に対し、飲食レジャー部門（ジョイフルランド宮田

石）の営業を譲渡

1993年１月 オーストラリア クイーンズランド州に QUEENSLAND PRAWN FARM PTY.LTD.（以下「Q.P.F」とい

う。）を設立（資本金２オーストラリアドル、議決権比率50％）

1993年５月 Q.P.Fが増資し、当社とTOMEN AUSTRALIA LIMITED が引受け（資本金500千オーストラリアドル、

議決権比率90％）

1993年11月 鹿児島県串木野市（現在のいちき串木野市）に臨海研究所を新設

1995年５月 Q.P.Fの株式50千オーストラリアドルを買い受け、Q.P.Fを100％子会社化

1995年11月 鹿児島県串木野市（現在のいちき串木野市）に串木野工場（乾麺製造設備）を新設

1995年12月 株式会社小川食品商事（川崎市川崎区）の第三者割当増資を引受けることにより経営権を取得

（資本金210百万円、議決権比率95.2％、1996年２月100％子会社化）

1998年１月 長崎県南高来郡西有家町（現在の南島原市）に株式会社島原素麺本舗を設立（資本金10百万円、

株式会社小川食品商事の議決権比率100％）

1998年３月 福岡証券取引所に株式を上場

2001年８月 株式会社小川食品商事を吸収合併

2006年12月 株式会社島原素麺本舗を吸収合併

2007年５月 Q.P.Fを清算結了

2007年５月 ベトナム ティエンザン省にHIGASHIMARU VIETNAM CO.,LTD.を設立

2008年４月 HIGASHIMARU VIETNAM CO.,LTD.が第三者割当増資を実施（資本金2,200千米ドル、議決権比率

90.9％）

2009年７月 HIGASHIMARU VIETNAM CO.,LTD.が当社を引受先とする第三者割当増資を実施（資本金3,200千米

ドル、議決権比率93.8％）

2011年１月 マリンテック株式会社（愛知県田原市、旧社名：日清マリンテック株式会社）の株式を取得し子

会社化（資本金735百万円、議決権比率100％）

2011年３月 マリンテック株式会社が減資を実施（資本金50百万円、議決権比率100％）

2011年11月 HIGASHIMARU VIETNAM CO.,LTD.の有形・無形固定資産の一式を譲渡

2012年７月 コスモ食品株式会社（横浜市磯子区）の株式を取得し子会社化（資本金29百万円、議決権比率

100％）

2013年２月 コスモ食品株式会社が同社の子会社であるコスモファーム株式会社を吸収合併

2013年３月 HIGASHIMARU VIETNAM CO.,LTD.を清算結了

2013年７月 株式会社向井珍味堂（大阪市平野区）の株式を取得し子会社化（資本金10百万円、議決権比率

100％）

2014年11月 永屋水産有限会社（横浜市磯子区）の株式を取得し子会社化（資本金3百万円、議決権比率100

％）

2014年12月 永屋水産有限会社の本社を東京都中央区に移転

2015年４月 永屋水産有限会社の商号を永屋水産株式会社に変更

2015年８月 永屋水産株式会社が奄美クルマエビ株式会社（鹿児島県奄美市）の株式を取得し子会社化（資本

金10百万円、議決権比率100％）

2016年７月 株式会社なかしま（富山県南砺市）の株式を取得し子会社化（資本金28百万円、議決権比率100

％）

2017年11月 沖縄県国頭郡に株式会社ヤンバル琉宮水産を設立（資本金30百万円、議決権比率51％）

2019年11月 株式会社ヤンバル琉宮水産の株式を追加取得し完全子会社化（資本金30百万円、議決権比率100

％）

2022年７月 鹿児島県いちき串木野市に串木野第２工場を新設

2025年４月 マリンテック株式会社の株式の一部を譲渡し、連結範囲から除外
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３ 【事業の内容】

当社グループ(当社及び連結子会社。以下「当社グループ」という。)は、養魚用配合飼料等の製造・販売及び食品

の製造・販売の事業活動を展開しております。

当社グループの主な事業内容と事業に係わる位置付けは次のとおりであります。なお、事業区分は「第５ 経理の

状況 １ (1) 連結財務諸表 注記事項」の（セグメント情報等）に掲げるセグメントの区分と同一であります。

水産事業 当社が養魚用配合飼料の製造販売を、マリンテック株式会社が魚介類種苗及び養魚用栄養強化剤

等の製造販売を、永屋水産株式会社が生鮮魚介類及び養魚用配合飼料の販売を、奄美クルマエビ

株式会社がクルマエビの養殖生産販売を、株式会社ヤンバル琉宮水産がスギの養殖生産販売及び

養魚用配合飼料の販売を行っております。

食品事業 当社が乾麺・即席めん・皿うどん等を、コスモ食品株式会社がカレールー・ジャム類及び調味料

類を、株式会社向井珍味堂が穀粉・香辛料等の粉末食品を、株式会社なかしまが冷凍食品及び惣

菜を製造販売しております。

事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

連結子会社

名称 住所 資本金
主要な

事業の内容
議決権の所有
割合(％)

関係内容

マリンテック株式会社
（注）７

愛知県田原市 50百万円 水産事業 100.0
養魚用配合飼料の販売
役員の兼任 １名

コスモ食品株式会社
（注）４、６

東京都大田区 29百万円 食品事業 100.0

資金の借入
債務の保証
債務の被保証
役員の兼任 ２名

弘前屋株式会社 青森県弘前市 10百万円 食品事業
100.0

役員の兼任 １名
(100.0)

株式会社向井珍味堂 大阪市平野区 10百万円 食品事業 100.0 役員の兼任 ２名

永屋水産株式会社 東京都中央区 ３百万円 水産事業 100.0
養魚用配合飼料の販売
資金の貸付
役員の兼任 ２名

奄美クルマエビ株式会社
（注）５

鹿児島県奄美市 10百万円 水産事業
100.0 養魚用配合飼料の販売

資金の貸付
役員の兼任 ２名(100.0)

株式会社なかしま 富山県南砺市 28百万円 食品事業 100.0
資金の貸付
役員の兼任 １名

株式会社ヤンバル琉宮水産
（注）５

沖縄県国頭郡 30百万円 水産事業 100.0

養魚用配合飼料の販売
債務の保証
資金の貸付
役員の兼任 ２名

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で示しております。

３ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４ 特定子会社であります。

５ 債務超過会社であり、2025年３月末時点で債務超過額は、奄美クルマエビ株式会社が1,009百万円、株式

会社ヤンバル琉宮水産が1,042百万円であります。

６ 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

コスモ食品株式会社

主要な損益情報等 ① 売上高 1,797 百万円

② 経常利益 89

③ 当期純利益 △22

④ 純資産額 1,298

⑤ 総資産額 1,586

７ 有価証券報告書提出日時点において、マリンテック株式会社は、連結子会社から除外されております。

なお、親会社、関連会社及びその他の関係会社に該当する会社はありません。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

水産事業 127 ( 30)

食品事業 244 ( 60)

全社(共通) 14 ( 3)

合計 385 ( 93)

(注) １ 従業員数は就業人員数であり、( )書きは外書きで臨時従業員の当連結会計年度の平均雇用人員数(１日８

時間換算)を記載しております。

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

(2) 提出会社の状況

2025年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

193 ( 32) 40.18 14.45 4,574

セグメントの名称 従業員数(名)

水産事業 90 ( 9)

食品事業 89 (20)

全社(共通) 14 ( 3)

合計 193 (32)

(注) １ 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、( )書

きは外書きで臨時従業員の当事業年度の平均雇用人員数(１日８時間換算)を記載しております。

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

４ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいては、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の格差

① 提出会社

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の割合
(％)（注）１

男性労働者の
育児休業取得率
(％)（注）２

労働者の男女の賃金の差異(％)（注）１

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者
（注）３

5.1 33.3 76.2 77.7 74.0

（注）１ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律76号）の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３

年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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３ パート・有期労働者には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。正規

雇用労働者の所定労働時間(１日８時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。

② 連結子会社

当事業年度

名称

管理職に占める
女性労働者の
割合(％)
（注）１

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
（注）２

労働者の男女の賃金の差異(％)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者
（注）３

マリンテック株式会社 0.0 － 44.3 49.8 62.0

コスモ食品株式会社 11.1 0.0 65.6 68.2 76.5

株式会社向井珍味堂 9.1 0.0 63.2 62.7 82.2

永屋水産株式会社 0.0 － 48.1 － －

奄美クルマエビ株式会社 － － 70.8 90.3 114.8

株式会社なかしま 0.0 － 64.7 69.5 62.4

株式会社ヤンバル琉宮水産 0.0 － 54.5 － －

（注）１ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。表中の「―」は、役員以外の管理職がいないことを示しております。

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律76号）の規定

に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３

年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

表中の「―」は、当連結会計年度中に配偶者等が出産した男性労働者がいないことを示しております。

３ パート・有期労働者には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。正規

雇用労働者の所定労働時間(１日８時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出しております。

表中の「―」は、各労働者区分が女性又は男性のみであることを示しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、経営理念に「１.生産性効率のアップを図り、全社員の物心両面の幸福追求に取り組む。２.お

客様の発展と地域社会の進化に広く貢献し、企業価値の向上を図る。」を掲げ、併せて「利他の心」で利害関係者

の全てにおいて最適な関係を目指しています。

(2) 目標とする経営指標

継続企業体として永続的に発展するために、売上高及び経常利益の持続的な成長を目指します。

(3) 中長期的な経営戦略

当社グループは、「感謝と奉仕、創造と挑戦」を社是とし、創業以来、研究開発に注力してきました。引き続き、

５年先、10年先を見越した革新的な研究により、収益性が高く、競争力のある製品を開発してまいります。

(4) 経営環境及び対処すべき課題

① コンプライアンス経営

経営の根幹に「コンプライアンス経営」を掲げて取り組みます。確固たる法令遵守の意識をベースにして、上

位概念として社会からの要請に対応しながら経営理念にかなった理想的な行動を行います。

具体的には、水産資源の持続可能性への取組が求められている主力の水産事業において、当社は配合飼料メー

カーとして、原材料である魚粉に過度に依存しない飼料の開発などに取り組みます。

② 品質・安全の追求

製品の品質にこだわり、さらに安全の追求を目指してまいります。具体的な取り組みとしては、商品の信頼性

向上やグローバル化した社会で通用する食品安全マネジメントシステムに関する国際規格「ISO22000」を、食品

事業は2019年５月、水産事業は2020年７月に取得し、品質・安全の追求に取り組んでいます。

③ 研究開発の強化

グループ各社・各部門において、こだわりのニッチ企業として、研究開発を継続します。また、主力の水産事

業においては、引き続き産官学連携による取り組みを行います。

④ 海外市場の開拓

将来的な国内市場の縮小に備えて、海外市場への販売強化に取り組みます。

具体的には、当社水産飼料部門においては、アジア・北中南米向けの売上及び利益の拡大を図ります。当社食

品部門においては、各営業所において海外向け販売に向けた営業を強化します。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。なお、文中の将来に関する

事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1)ＳＤＧｓ戦略

当社グループは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に定められた17の目標である「ＳＤＧｓ（持続可

能な開発目標）」への貢献を通して、社会のサステナビリティに取り組んでまいります。

① ガバナンス

ＳＤＧｓ戦略に関連するリスク及び機会は、当社グループの事業活動において発生するリスク及び機会と密接に

関係し、又は一体であると判断されるものであり、それらに対応するためのガバナンスは、当社のコーポレート・

ガバナンスによる企業統治体制に含めて管理することとしております。詳細については、「第４ 提出会社の状況

４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」を参照ください。

② 戦略

当社グループは、ＳＤＧｓの17の目標のうち、水産事業と食品事業でそれぞれ特に重点的に取り組む目標を定め

ています。各事業ごとの主な取り組みは、次のとおりであります。
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③ リスク管理

ＳＤＧｓ戦略に関連する主なリスクは、当社グループの事業活動において発生するリスクと密接に関係し、又は

一体であると判断されるものであり、当社のコーポレート・ガバナンスによる企業統治体制に含めて管理すること

としております。詳細については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コー

ポレート・ガバナンスの概要」を参照ください。

なお、当社各部門やグループ会社で管理可能なリスクは、各組織が中心となって対応しています。

④ 指標及び目標

当社グループは、2021年度を基準年度とした2023年3月期からの長期事業構想において、５年後の売上及び生産量

の目標を基準年度の150％としております。この期間におけるサステナビリティへの取組に関する指標として、次の

指標を用いることとしております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。

ただし、当該指標は「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」に基づく温室効果ガス排出量削減計画提出対象事業者

である株式会社ヒガシマルに関して記載しております。

（単位：ｔ-ＣＯ２）

（（ ）内の数値は基準年度からの増減率）

指標 目標 実績

温室効果ガス
（ＣＯ２）
排出量

毎年
１％削減

区分 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

Scope１ 3,029 2,934 3,050 2,996

Scope２ 2,627 2,126 3,072 2,780

合計
5,656 5,060 6,122 5,776

（―） （89.5％） （108.2％） （102.1％）

（注）１ Scope１は、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）、Scope２は、

他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出。

２ 株式会社ヒガシマルにおける製品の年間生産数量は、以下のとおりであります。

（（ ）内の数値は基準年度からの増減率）

区分 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

水産事業 21,427ｔ 20,819ｔ 22,762ｔ 22,932ｔ

食品事業 3,616ｔ 3,958ｔ 4,399ｔ 4,532ｔ

合計
25,043ｔ 24,778ｔ 27,161ｔ 27,464ｔ

（―） （98.9％） （108.5％） （109.7％）
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(2）人的資本

「企業は人なり」と言われるように、モノと金があっても、そこで働く従業員が個々の能力を発揮できなければ、

事業を成長させることはできないと考えております。当社グループは、持続可能な社会環境を整えるために、従業

員個々の多様性に対応できる職場作りを進めております。

①戦略

当社グループにおける人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、一

般事業主行動計画として策定しております。一般事業主行動計画では、計画期間を令和４年４月１日から令和８年

３月31日とし、次の目標を定めております。

・３歳から小学校就学前の子を持つ社員が、希望する場合に利用できる短時間勤務制度・始業時刻変更制度の取

得推進を図る。

・男性の子の看護休暇の取得促進を図る。

・所定外労働時間削減の為、週１回の水曜日のノー残業デーを継続実施する。

・採用した労働者に占める女性労働者の割合を30パーセント以上にする。

・計画期間中に年次有給休暇の年間の取得計画を策定し、取得促進を図る。

また、人材の育成に関する取組として、従来から実施していた管理職研修や中堅社員研修に加えて、より実践的

な業務スキルの向上を目的として、社員の勤続年数や業務スキル習得度に合わせた階層別教育の実施を開始してお

ります。

②指標及び目標

当社グループでは、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関する

指標として、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。

指標 目標 2025年３月期実績

採用した従業員に
占める女性従業員の割合

30％以上

区分
正規雇用
労働者

パート・有期
雇用労働者

全体

提出会社 21％ 100％ 42％

連結子会社 43％ 77％ 59％

全体 32％ 83％ 52％



― 13 ―

３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあると認識しています。ただし、これらは全てのリスクを網羅したもので

はなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。当社グループは、リスク管理の最高責任者を代表

取締役社長とし、危機の未然防止及び危機発生時の被害最小化を目的とした「リスクマネジメント規程」に基づいて、

人命の安全を確保するための体制と環境を整え、取締役会及び経営政策会議においてリスクにかかわる課題、対応策

の審議を行うとともにリスク発生の回避および発生した場合の対応に努めております。

なお、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 自然環境の影響について

当社グループの主たる事業である水産事業は、養殖業界に属し、その生産量については台風・赤潮・急激な低

（高）水温などの自然環境の変化やウイルス・病害虫の発生などに左右され、また価格については天然魚介類の漁

獲量及び海外からの輸入量などにより変動し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 原材料の価格変動について

養魚用配合飼料は、中南米など海外で生産された魚粉を主な原材料としており、これらの原産地周辺海域での漁

獲高の変動は、輸入魚粉の品質や価格に大きな影響を与えております。また、食品事業の主な原材料である小麦粉

の価格変動も仕入れ価格に影響を与えます。これらの主要原材料を含む製造原価の上昇が製品の販売価格に転嫁で

きない場合には、当社グループの収益を押し下げる可能性があります。

(3) 製品事故について

当社グループの製品は国内の法令により規制を受けております。また、飼料メーカー・食品メーカーとしてトレ

ーサビリティを徹底し、原材料及び製品の品質管理を厳格に行っています。

品質に関して万全の体制で取り組んでいますが、不認可物質や農薬等の原材料への混入等の製造物責任上の事故

等が発生した場合には、製品回収等のコストの発生や当社グループに対する信頼性が損なわれ、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 有形固定資産、無形固定資産の減損に関するリスク

当社グループは有形固定資産、無形固定資産を有しています。これらの資産の収益性が低下していると判断され

る場合には、固定資産の減損に係る会計基準に基づいて減損損失を計上するため、当社グループの経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 情報システムについて

当社グループは、購買・生産・販売・会計など社内情報システムを構築しており、コンピュータウイルス対策や

不正アクセスの防止などに最善を尽くしております。また、災害時に備えBCP事業継続計画を制定するなど万全を期

しています。

想定を超えたウイルス感染や不正アクセス等による社内情報漏洩等が発生した場合には、顧客対応費用の発生や

当社グループへの信頼性が低下し、当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 関係会社について

当社グループは、経営資源を有効活用し収益基盤の多様化を進めるため、グループのシナジーを発揮し企業価値

向上に取り組んでおります。しかしながら、関係会社を取り巻く経済環境の変化や予測できない費用の発生等によ

り期待した収益を下回った場合、当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

連結財務諸表において各関係会社の業績は反映されておりますが、関係会社の業績によっては、個別財務諸表に

おいて関係会社に対する債権の貸し倒れ及び関係会社株式の評価損が認識される可能性があります。

(7) 大規模自然災害等の異常事態リスク

当社グループは、複数の事業拠点、工場施設等を使用し事業運営を行っています。当社の想定を超える規模の大

規模な自然災害等の異常事態を起因として、物流遮断等が長期的に継続して発生した場合、当社グループの財政状

態や経営成績等に大きな影響を与える可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 経営成績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、世界情勢の変動の影響を複雑に受けながらも、過去最高の訪日外国人

観光客によるインバウンド需要の拡大や高水準の賃上げ、史上最高値を記録した日経平均株価、企業の高い投資意

欲などにより回復基調を維持しました。

しかしながら、円安の影響による輸入コスト増加は企業、特に中小企業の利益を大きく押し下げる要因となり、

また、賃上げ率を上回る物価上昇、特に食品価格の高騰が続いたために実質賃金の回復が限定的となったことや消

費者物価指数が２％台後半で推移したことで家計の購買力が圧迫されています。

相次ぐ自然災害による被害や、ウクライナ情勢や中東情勢の長期化、為替変動及び資源関連の価格上昇に伴う物

価の高騰などを背景に、国内外の先行き不透明な状況は依然として継続しております。

このような状況の下、当社グループにおきましては、個人消費や外食需要、インバウンド需要の回復基調に対応

した積極的な販促活動や販売価格の改定効果などにより売上を伸ばすことができた反面、世界情勢や為替変動に起

因する、主要原材料、燃料費、輸送費及び資材費などの価格高騰によるコスト増は収益を圧迫しており、コストカ

ットや積極的な営業活動、販売価格の見直しなどによる収益改善の取組みを推進してまいりました。

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高141億26百万円（前期比8.6％増）、営業利益１億46百万円（前期営

業損失11百万円）、経常利益２億85百万円（前期比418.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益80百万円（前期

親会社株主に帰属する当期純損失１億４百万円）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

(水産事業)

水産事業におきましては、外食産業の回復やインバウンド需要の増加により、関連商材の流通が増加傾向にあり

ました。人手不足への対応として簡便調理が可能な冷凍焼き魚や煮魚の需要が増加し、また天然魚で漁獲量の変動

や価格の高騰が見られたことから、養殖魚や業務用水産冷凍食品の需要が拡大しており、鮮魚市場は活性化の動き

となっております。

養魚用配合飼料の主要原料となる魚粉や魚油は最高値の状況から緩和されましたが、依然として前期よりも高騰

しており、燃料費や資材費、輸送費といった生産コストも高止まりの状況が継続しています。業界の動向や取引先

の状況に注視しながら、コストダウンと付加価値の高い製品群の販売拡大などによる利益確保に取り組んでまいり

ました。

エビ飼料類は、冬場の水温が例年より低かったことによる摂餌低下の影響はあったものの、大手生産者でのシェ

ア率アップや、販売先の養殖在池尾数が多かったことなどから、前期を上回りました。ハマチ飼料類は、販売先の

養殖在池尾数が少なかったことと冬場の水温が例年より低かったことなどから自社製品・受託製品ともに販売数量

が減少し、前期を下回りました。ヒラメ・マダイ飼料類は、製品の品質を評価していただけたことで拡販ができた

ことや、新規代理店との取引開始、大手養殖業者で積極的に使用していただけたことなどから販売も順調に進み、

前期を上回りました。

子会社におきましては、魚類種苗生産事業は、養殖業者向けの新規出荷や計画外の放流用種苗の販売があり、ヒ

ラメ成魚販売も増加したことにより、前期を上回りました。鮮魚販売事業は、飼料代等の生産コスト上昇や在池尾

数の減少により産地相場が高値となっていることから小売業者向け販売は低調だったものの、インバウンド需要の

増加などにより業務用向け商材の販売が好調に推移したことから、前期を上回りました。クルマエビ養殖事業は、

飼育環境の改善や鳥害対策を進めた結果、出荷数量も増加したことから前期を上回りました。魚類養殖事業は、ス

ギの販売単価の改定と出荷時の魚体重が増加したことにより、前期を上回りました。

その結果、売上高は85億39百万円（前期比12.7％増）、セグメント利益は５億21百万円（前期比33.6％増）とな

りました。
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(食品事業)

食品事業におきましては、外食産業及びインバウンド需要は回復基調であり、量販店等では野菜や米などの食材

が高騰するなか、集客改善のために加工食品類の販売価格の引き下げやＰＢ商品の拡充、オンライン販売の強化に

より他店との差別化を図る動きが見られます。また、新たな消費者ニーズに応える形で、健康志向や環境配慮を重

視した商品ラインアップが求められています。

当社グループにおきましても、主原料である小麦粉の価格はやや下がって安定する傾向にありますが、食用油価

格は高止まりしており、製造・物流コストも増加する傾向にあります。他社メーカーとの拡販競争は今後も厳しい

ものであることが予想され、販売アイテムの統廃合による生産効率の改善や、付加価値の高い製品群の販売拡大な

どによる利益確保に取り組んでまいりました。

即席麺類は、新規採用や海外向け商品、ＰＢ商品の販売は増加しましたが、価格改定の影響による販売数量の減

少があり、前期を下回りました。乾麺類（うどん・そうめん等）は、休売・終売の影響による販売数量の減少があ

り、前期を下回りました。皿うどん類は、関東エリアを中心とした新製品の定番導入や価格訴求品の販売増加がで

きたことや、ＰＢ商品も販売が順調だったことから、前期を上回りました。ラーメン類は、生産効率が悪い一部商

品を終売にした影響はありましたが、海外向けＰＢ商品の受注が増加し、前期を上回りました。カップ類は、新規

ＰＢ商品の販売開始があり、前期を上回りました。

子会社におきましては、カレールー・シチュールー類は、健康志向を背景に「グルテンフリー米粉カレールー」

が販売好調であり、メディアで紹介された「コスモ銀のクリームシチュールー」が量販店・通販を中心に大幅増販

したことや、レトルトのＮＢ・ＰＢ商品の受注も増加したことから、前期を上回りました。穀粉類は、海外向け業

務用製品の増加や新規企画の採用などで既存顧客への販売数量増加はあったものの、複数の取引先で企画商品がな

かった影響などにより、前期を下回りました。かき揚げ類は、生産拠点集約化による製造コスト削減は進みました

が、原料となる白エビの極端な不漁で原料確保が出来ずに販売機会を逸したことや、天候不順で農作物価格の高騰

による価格改定の影響で受注が減少したことにより、前期を下回りました。

その結果、売上高は55億87百万円（前期比2.8％増）、セグメント利益は42百万円（前期セグメント損失44百万

円）となりました。

生産、受注及び販売の状況は、次のとおりであります。

(生産実績)

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

水産事業 5,835 9.6

食品事業 4,459 1.5

合計 10,295 5.9

(注) 金額は、製造原価によっており、セグメント間の取引がある場合は相殺消去後の金額としております。

(受注実績)

当社グループは、主に需要予測に基づく見込生産を行っているため、記載を省略しております。

(仕入実績)

当連結会計年度における商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

水産事業 1,365 27.4

食品事業 143 △15.9

合計 1,509 21.4

(注) 金額は、仕入価格によっており、セグメント間の取引がある場合は相殺消去後の金額としております。



― 16 ―

(販売実績)

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 前期比(％)

水産事業 8,539 12.7

食品事業 5,587 2.8

合計 14,126 8.6

(注) １ セグメント間の取引がある場合は相殺消去後の金額としております。

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、外部顧客への売上高のうち、連

結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

② 財政状態

（資産）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ４億74百万円減少の142億26百万円となりました。

流動資産は、70百万円減少し67億56百万円となりました。これは、主として現金及び預金の増加１億91百万円、

売掛金の減少89百万円、原材料及び貯蔵品の減少１億44百万円によるものであります。

固定資産は、４億３百万円減少し74億70百万円となりました。主な増減は、有形固定資産の減少１億79百万円、

無形固定資産の減少18百万円、投資その他の資産の減少２億５百万円によるものであります。

（負債）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ４億２百万円減少し90億91百万円となりました。

流動負債は、４億１百万円増加し54億13百万円となりました。これは主として、買掛金の減少２億17百万円、短

期借入金の増加６億68百万円によるものであります。

固定負債は、８億３百万円減少し36億78百万円となりました。これは、主として長期借入金の減少５億９百万円

によるものであります。

（純資産）

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ71百万円減少し51億34百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金の増加45百万円、その他有価証券評価差額金の減少１億25百万円によるものであります。

③ キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ１億69百

万円増加し13億47百万円となりました。

各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、５億２百万円の収入（前連結会計年度は４億46百万円の収入）となりま

した。主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加１億11百万円、売上債権の増減額の減少４億80百万円、棚卸資

産の増減額の減少２億１百万円、仕入債務の増減額の減少２億77百万円よるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億56百万円の支出（前連結会計年度は２億44百万円の支出）となりま

した。主な要因は、定期預金の払戻による収入の減少63百万円、有形固定資産の取得による支出の増加１億28百万

円、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加１億36百万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の収入と（前連結会計年度は51百万円の支出）となりました。

主な要因は、短期借入金の増減額の増加２億15百万円、長期借入れによる収入の減少６億60百万円、長期借入金の

返済による支出の減少５億22百万円などによるものです。



― 17 ―

④ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループでは、財務健全性を維持し、収益力と資産効率の向上によることを基本としています。当連結会計

年度においては、70億80百万円の有利子負債残高があります。また、資金の流動性に関しては、不測の事態に備え

一定の余裕を持ちながら、資本効率も意識した水準を維持してまいります。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

また、文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

① 経営成績

当連結会計年度における経営成績の前連結会計年度との比較分析については、「(1) 経営成績等の状況の概

要」に記載しております。

② 今後の見通し

2026年３月期につきましては、米国トランプ政権の関税政策の影響が日本経済にどのように波及するかが大きな

焦点となります。当社グループの食品部門の商品や、水産飼料を使用いただいている養殖業者の生産物にはアメリ

カへ輸出されるものが多く、それらは関税の影響を受ける可能性が高いため今後の市場環境は厳しいものになると

想定されます。

国内では物価上昇の鈍化と賃金増加により実質賃金のプラス定着と個人消費の回復が期待されますが、世界経済

という外的要因と日本国内の経済状況の相互作用によって、将来予測が難しい状況は継続すると考えられます。

このような事業環境の下、社会経済の変化に対応した迅速な対策を図るとともに、新商品の開発、生産性の向上

及び海外販売の開拓を強化してまいります。また、世界的なサステナビリティへの関心の高まりから、水産及び食

品業界の持続可能な社会構築に貢献する取り組みにおいても邁進してまいります。

なお、持続的な組織力向上に必要な人材の採用及び賃金上昇の気運や従業員の生活防衛の観点から給与のベース

アップを実施することとしております。

その結果、2026年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高142億71百万円、営業利益３億90百万円、経常

利益３億68百万円、親会社株主に帰属する当期純利益１億99百万円を見込んでおります。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成

しております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産・負債や収益・費用の報告額に影響を及ぼす見積

り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性がありま

す。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５ 経理の状況 １

連結財務諸表 （１）連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。

５ 【重要な契約等】

当社は2025年４月21日開催の取締役会において、連結子会社であるマリンテック株式会社の株式の一部を譲渡する

ことを決議し、2025年４月22日付で株式譲渡契約を締結し、同日付で株式を譲渡いたしました。

詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項 （重要な後発事象）」をご

参照ください。
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６ 【研究開発活動】

当社グループの研究開発は、主に水産事業における養魚用配合飼料の改良・開発及び自社独自の養殖方法の研究や

魚の品種改良などの産学連携での取り組みなどがあります。

当連結会計年度の研究開発費の総額は202百万円であり、主な研究開発活動の概要は次のとおりであります。

(1) 養魚用配合飼料の改良・開発

養魚用配合飼料は、原材料の組成変更による増肉効果等を串木野臨海研究所（鹿児島県いちき串木野市）におけ

る飼育試験で検証するとともに、藻類や植物性原料素材など新たな素材を組み合わせた研究試作飼料で実証実験を

重ねております。

主力のエビ飼料類については、熊本、鹿児島、沖縄などに展開する営業担当と一体となり常に養殖現場の声を反

映しながら更なる成長促進や抗病効果の視点を中心に研究開発を重ねております。

魚飼料類については、顧客の養殖経営の採算性向上の視点から低価格かつ高成長の飼料開発に取り組んでおりま

す。

(2) 魚病対策の研究

水産養殖における海の汚染や高密度飼育による魚病対策は常に大きな課題であります。養殖海域の水質環境悪化

等により病害も多様化しているなか、当研究所においては、様々な疾病の細菌検査やウイルス検査等の魚病診断を

行い、早期発見による病気の蔓延化を防止するための対策等をアドバイスしております。

(3) 産学官での連携

藻類などの飼料応用の研究開発や魚の品種改良や種苗生産の分野において、当社研究所や子会社のマリンテック

株式会社で産学官での研究開発に取り組んでおります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループの設備投資については、生産能力の増強及び合理化などを目的とした設備投資を継続的に実施してお

ります。

当連結会計年度の設備投資の総額は408百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで

あります。

(1) 水産事業

当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社の鹿児島工場において魚類用配合飼料製造設備の更新を中心に総額

174百万円の投資を実施しました。

(2) 食品事業

当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社及び子会社における食品製造設備の新設・更新に総額227百万円の投

資を実施しました。

当連結会計年度の所要資金につきましては、自己資金及び借入金にて賄っております。

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2025年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

鹿児島工場
(鹿児島県鹿児島市)

水産事業
配合飼料
生産設備

294 274
1,041

(23,808)
48 1,659

53
(3)

串木野臨海研究所
(鹿児島県いちき串木野市)

水産事業
研究開発
設備

146 12
―

(―)
3 162

15
(2)

串木野第１工場
(鹿児島県いちき串木野市)

食品事業
乾麺類生産
設備

36 65
447

(29,879)
3 554

22
(7)

串木野第２工場
(鹿児島県いちき串木野市)

食品事業
皿うどん
生産設備

855 8
―

(―)
[13,336]

599 1,463
9

(4)

本社工場
(鹿児島県日置市)

食品事業
即席麺類等
生産設備

50 91
242

(8,248)
31 416

41
(10)

本社
(鹿児島県日置市) ―

管理・販売
設備

38 5
32

(2,188)
21 98

53
(6)

(2) 国内子会社

2025年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

コスモ食品株式会社
(青森県弘前市他)

食品事業
管理・販売
・生産設備

118 90
151

(14,545)
43 403

94
(12)

株式会社向井珍味堂
(大阪市平野区他)

食品事業
穀粉類生産
設備

19 31
167

(2,559)
29 248

36
(4)

株式会社なかしま
(富山県砺波市他)

食品事業
かき揚げ類
生産設備

501 23
118

(7,599)
174 818

25
(34)

(注) １ 帳簿価額「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びにリース資産であります。

２ 本社には管理部門のほか、水産営業部門及び食品営業部門を含んでおります。

３ 串木野臨海研究所は、串木野第１工場と同一敷地内にあることから、土地の面積及び金額については串木野

第１工場に含めて記載しております。

４ 現在休止中の主要な設備はありません。
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５ 従業員数の（ ）書きは外書きで臨時従業員数を記載しております。

６ 串木野第２工場は、土地を賃借しております。なお、賃借している土地の面積は［ ］で外書きしておりま

す。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 17,900,000

計 17,900,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年６月24日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,746,000 4,746,000 福岡証券取引所
単元株式数は

100株であります。

計 4,746,000 4,746,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2002年７月29日 ─ 4,746 ─ 603 △38 393

（注）2002年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替でありま

す。



― 22 ―

(5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － 8 3 49 － 3 658 721 ―

所有株式数
(単元)

－ 3,646 102 11,370 － 4 32,336 47,458 200

所有株式数
の割合(％)

－ 7.68 0.21 23.96 － 0.01 68.14 100.00 ―

(注) 自己株式790,843株は、「個人その他」に7,908単元、「単元未満株式の状況」に43株含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数の
割合(％)

東 勤 鹿児島県日置市 594 15.02

東 実 神奈川県横浜市 571 14.43

有限会社ヒガシマル開発 鹿児島県日置市伊集院町徳重28番地 427 10.79

ヒガシマル共栄会 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地 384 9.72

株式会社鹿児島銀行 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号 165 4.17

東 吉太郎 鹿児島県日置市 158 3.99

東 久江 鹿児島県日置市 140 3.53

鹿児島ビル不動産株式会社 鹿児島県鹿児島市名山町１番３号 91 2.30

ヒガシマル従業員持株会 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地 86 2.18

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 57 1.44

計 ― 2,674 67.62

(注) 上記のほか当社所有の自己株式790千株があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) （自己保有株式）
普通株式 790,800

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,955,000 39,550 ―

単元未満株式 普通株式 200 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 4,746,000 ― ―

総株主の議決権 ― 39,550 ―

② 【自己株式等】

2025年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ヒガシマル

鹿児島県日置市伊集院町
猪鹿倉20番地

790,800 － 790,800 16.66

計 ― 790,800 － 790,800 16.66

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得（単元未満株式の買取請求）

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 20 0

当期間における取得自己株式 0 0

（注）当期間における取得自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による

株式数は含めておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得
自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割
に係る移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他(譲渡制限付株式報酬) 9,000 8 － －

保有自己株式数 790,843 ─ 790,843 ─

（注）当期間における保有自己株式には、2025年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による

株式数は含めておりません。

３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への配当の充実を図りながら、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保

しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。剰余金の配当の決定機関は、株主総会

であります。また、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の

株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりま

す。

内部留保資金につきましては、今後の事業展開への備えと事業拡大のための製品開発や市場開拓資金に有効活用す

る予定であります。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

2025年６月20日
定時株主総会決議

47 12
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の意思決定、業務執行体制の確立並びに各事業の独立採算制を重視するなど、経営責任の明確

化と内部統制機能を強化し、経営の効率性及び透明性の向上とコンプライアンスを徹底するとともにグループ

経営全般にわたり企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ⅰ) 企業統治の体制の概要等

2015年６月26日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決

議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しておりま

す。

有価証券報告書提出日（2025年６月24日）現在、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名と、監査

等委員である取締役３名という経営体制となっております。

取締役会は、代表取締役社長 東勤が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役副会長 東紘一

郎、専務取締役 松久保稔、取締役 出来正樹、取締役 東幸佑、社外取締役 平原彰子、取締役（常勤監査等

委員）木通昌生、社外取締役（監査等委員）西達也、樋口勉の取締役９名で構成されており、定例で毎月１

回、また必要に応じて臨時で開催し、会社法規定事項や経営における重要事項について審議・決定を行ってお

ります。取締役１名及び監査等委員２名が社外取締役であり、独立した立場で取締役の職務の執行を監督して

おります。

経営政策会議は、取締役 出来正樹及び執行役員食品本部本部長 南竹浩一が議長を務めております。その他

のメンバーは、代表取締役社長 東勤、取締役副会長 東紘一郎、専務取締役管理部部長 松久保稔、取締役 東

幸佑、社外取締役 平原彰子、取締役（常勤監査等委員）木通昌生、社外取締役（監査等委員）西達也、樋口

勉、飼料製造部部長 柿元龍太、飼料営業部副部長 渡部貴弘、海外営業課 安樂健一、飼料研究部部長 岡元

浩、食品製造部部長 六本木寛、食品営業部部長 久徳敬介、食品営業部副部長 山口輝実で構成されており、

定例で毎月１回開催し、経営方針の徹底と経営計画の進捗状況をより適切に監視・監督するために設けており

ます。

内部監査室は、川村政義が内部監査規程に基づき、経営諸活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、

経営目標の効果的な達成に寄与することを目的としております。

（有価証券報告書提出日現在）
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ⅱ) 当該企業統治の体制を採用する理由

当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指

すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしまし

た。

③ 企業統治に関するその他の事項

ⅰ) 内部統制システムの整備の状況

経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能強化を図るため、取締役会は毎月１回定例開催

するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の基本方針及び経営上の重要な事項を審議・決定しております。

経営政策会議は毎月１回開催し、各事業部門の責任者から事業活動状況の報告を受け、経営方針の徹底と経

営計画の進捗状況を監視・監督し、具体的な経営課題及び比較的重要な事項を討議決定しております。そのほ

か、経営に関する情報の共有化と経営環境の変化に迅速に対応するため、経営政策会議メンバーを主な構成員

とする情報交換会を毎月開催しております。

ⅱ) リスク管理体制の整備の状況

当社の本社管理部門は、法令等の改正及び企業を取り巻く経済環境の変化を各事業部門に周知徹底し、各事

業部門は当該事業に関連する法令改正等の動向に注視するほか、事業活動において発生し得るリスク等を経営

政策会議及び情報交換会でその都度報告することとしております。

ⅲ) 子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、当社が子会社の取締役会等による意思

決定及び業務執行について監視することを基本とし、業務執行の状況等を確認しております。なお、子会社の

業務の適正性を確保する観点から、必要な社内規程の整備等を行っております。

ⅳ) 責任限定契約の内容の概要

当社は、2015年６月26日開催の第36回定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締役等である者を

除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる規定を設け

ております。

当該定款に基づき当社が社外取締役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

(社外取締役の責任限定契約の概要)

当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としておりま

す。

ⅴ)役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、当社及び全ての当社子会社における全ての取締役、監査等委員及び執行役員を被保険者とした、会

社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。なお、被保険者の

職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による故意又は犯罪行為等に起因

して発生した損害賠償は、保険金支払いの対象外としております。

当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。

・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった訴訟費用及び損害賠償

金等を填補の対象としております。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

ⅵ) 取締役の定数

当社の取締役は15名以内としており、このうち監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款に定めて

おります。
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ⅶ) 取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

ⅷ) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(ａ) 当社は、経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項

の規定により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得すること

ができる旨を定款に定めております。

(ｂ) 当社は、株主に対する利益還元を継続的かつ安定的に行うため、会社法第454条第５項の規定により、

取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おります。

ⅸ) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を

定款に定めております。

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において、取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであ

ります。

氏名 開催回数 出席回数

東 勤 14回 14回

東 紘一郎 14回 14回

松久保 稔 14回 14回

出来 正樹 14回 14回

東 幸佑 14回 13回

平原 彰子 14回 13回

木通 昌生 14回 14回

西 達也 14回 13回

樋口 勉 14回 13回

（注）取締役東吉太郎については、2024年６月21日開催の第45回定時株主総会をもって退任しており、取締役会

の出席状況は以下のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

東 吉太郎 ３回 １回

当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、次のとおりであります。

付議事項 件数 検討内容

決議事項 59件

代表取締役・役付取締役・取締役選任、補欠監査等委員選任、

経営計画・予算承認、定款・規程変更、組織変更、重要な人事

異動、決算開示、設備投資・資金調達計画等

報告事項 66件
業務予定、決算方針、監査計画、重要な投資、子会社の状況等の

報告等
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(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

東 勤 1951年12月12日生

1979年10月 当社入社

1991年６月 当社常務取締役

2002年６月 当社専務取締役

2012年６月 当社取締役退任

2012年６月 当社退社

2018年１月 当社入社

2018年６月 当社常務取締役

2018年10月 当社代表取締役社長(現任)

奄美クルマエビ株式会社 代表取締役

(現任)

2019年５月 永屋水産株式会社 代表取締役

2019年11月 株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役

2024年４月 株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役

(現任)

(注)３ 594

取締役
副会長

東 紘一郎 1950年６月11日生

1979年10月 当社入社

取締役飼料営業部長

1987年４月 当社取締役飼料事業部長兼飼料営業部長

1991年４月 当社専務取締役

2002年６月 当社代表取締役副社長

2004年６月 当社代表取締役社長

2019年２月 当社代表取締役社長辞任

2021年７月 当社入社 顧問

2022年５月 株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役

2022年６月 当社取締役副会長(現任)

2022年６月 マリンテック株式会社 取締役会長

2024年４月 株式会社ヤンバル琉宮水産 取締役会長

(現任)

2025年４月 マリンテック株式会社 取締役（現任）

(注)３ 18

専務取締役 松久保 稔 1965年10月25日生

2017年５月 当社入社

2018年１月 当社海外事業部副部長

2021年４月 当社経理部部長

2021年６月 当社管理部部長

2021年８月 当社執行役員管理部長

2021年10月 マリンテック株式会社 監査役

コスモ食品株式会社 監査役(現任)

弘前屋株式会社 監査役(現任)

株式会社向井珍味堂 監査役(現任)

永屋水産株式会社 監査役(現任)

奄美クルマエビ株式会社 監査役(現任)

株式会社なかしま 監査役(現任)

イワキフーズ株式会社 監査役

コスモ食品研究株式会社 監査役

津軽和漢堂株式会社 監査役

2022年６月 当社常務取締役管理部部長

2024年６月 当社専務取締役管理部部長(現任)

(注)３ 16

取締役 出来 正樹 1964年１月23日生

1986年４月 当社入社

2011年４月 当社水産営業部部長兼営業事務課課長

2013年８月 当社管理部付部長株式会社向井珍味堂出向

2015年６月 当社管理部付執行役員株式会社向井珍味堂

出向

2015年７月 株式会社向井珍味堂 代表取締役

2019年２月 マリンテック株式会社 取締役

2019年６月 当社取締役水産飼料本部本部長兼飼料営業

部部長(現任)

2023年３月 株式会社向井珍味堂 取締役会長(現任)

2024年４月 永屋水産株式会社 代表取締役(現任)

(注)３ 8
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役 東 幸佑 1984年９月１日生

2015年４月 コスモ食品株式会社入社

2019年５月 コスモ食品株式会社 取締役製造部長

(現任)

2020年６月 当社取締役(現任)

(注)３ 5

社外取締役 平原 彰子 1957年11月30日生

2006年10月 鹿児島大学広報室長

2012年４月 鹿児島大学客員教授

2015年４月 国立研究開発法人科学技術振興機構

Ａ-ＳＴＥＰプログラム・オフィサー

（現任）

2015年４月 鹿児島県中小企業団体中央会活性化情報編

集委員会委員長

2023年６月 当社取締役(現任)

(注)３ －

取締役
（常勤監査等委員）

木通 昌生 1956年11月20日生

1990年４月 当社入社

2011年10月 当社管理部部長兼管理部経営企画課課長

2017年４月 当社内部監査室長

2019年６月 当社取締役(常勤監査等委員)

2022年４月 当社入社

2022年６月 当社補欠の監査等委員である取締役

2023年６月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)４ 1

社外取締役
（監査等委員）

西 達也 1978年12月13日生

2007年12月 鹿児島県弁護士会登録

鹿児島総合法律事務所入所

2011年４月 南日本総合法律事務所開設(現任)

九州弁護士連合会法律相談に関する事業に

関する委員会委員

2013年４月 九州弁護士連合会業務対策委員会委員

2016年４月 鹿児島県弁護士会副会長

2018年11月 全国倒産処理弁護士ネットワーク理事

（現任）

2019年６月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)４ －

社外取締役
（監査等委員）

樋口 勉 1957年８月18日生

2010年６月 株式会社鹿児島銀行取締役

2014年６月 鹿児島リース株式会社専務取締役

2020年１月 鹿児島保証サービス株式会社代表取締役

2022年４月 九州エナジー株式会社顧問

2023年６月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)４ －

計 645

(注) １ 当社は監査等委員会設置会社であります。

２ 取締役 平原彰子、西達也及び樋口勉は、社外取締役であります。

３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５ 取締役副会長 東紘一郎は代表取締役社長 東勤の実兄であり、専務取締役 松久保稔は同社長の実妹の配

偶者であります。

６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

（委員長）木通昌生（委員）西達也、樋口勉

７ 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価

証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

地位 氏名 担当

執行役員 南竹 浩一 株式会社ヒガシマル 食品本部本部長

執行役員 脇屋敷 勝巳 株式会社なかしま
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８ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員

である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有

株式数

（千株）

川村 政義 1961年３月27日生

1995年４月 当社入社

2003年４月 当社管理部情報システム課課長

2016年４月 当社管理部管財課副参事

2019年４月 当社内部監査室副参事

2021年４月 当社内部監査室嘱託（現任）

－

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であります。

平原彰子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

西達也氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

樋口勉氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役に経営の透明性の確保や、中立公正の立場での取締役の業務の執行についての監視・監督

を求めております。平原彰子氏は学識経験や産学官連携実績の知見から、西達也氏は弁護士としての経験と専門

的な見解から、樋口勉氏は経営者としての経験と専門的な知見から社外取締役としての監査機能及び役割を果た

していただけると考えております。

また、社外取締役の人数及び選任については、会社の規模、事業の内容等から適切な人数であると考えてお

り、社外取締役において適正に業務執行がなされているという考えから、現状の体制としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の

監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っており

ます。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされておりま

す。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につき

ましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委

員会に対して報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで

モニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行

い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。
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(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社における監査等委員会は定例開催され、監査等委員会で定めた監査の方針及び業務の分担等に従い、取締

役会への出席及び取締役の職務執行の監査を行っております。

監査等委員は、取締役会のほか経営政策会議及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて客観的な立場で意

見を述べるとともに取締役・執行役員の職務執行を十分に監視しております。また、財務報告の適法性及び適正

性を確保するため、会計監査人から中間及び期末における会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査の監査手

続及び監査結果報告を受けるなど、会計監査人との情報交換や連携を密にしております。

なお、西達也氏は弁護士の資格を有しております。

当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次の

とおりであります。

役割 氏名 開催回数 出席回数

委員長 木通 昌生 13回 13回

委員 西 達也 13回 13回

委員 樋口 勉 13回 12回

監査等委員会における主な検討事項として取締役会・重要な会議に出席し、取締役・執行役員の職務執行状況

を監査するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査を行っておりま

す。当事業年度における監査等委員会の具体的な検討事項は、次のとおりであります。

付議事項 件数 検討内容

決議事項 ９件
監査方針、監査計画、会計監査人の選任、会計監査人の報酬の同意、
監査報告書、補欠監査等委員選任同意等

協議事項 23件
取締役会議案確認及びレビュー、監査等委員会による取締役会への報
告、ＫＡＭ(監査上の主要な検討事項)検討等

報告事項 30件

監査等委員会監査活動状況(業務監査、決算監査、月次経営政策会議
他業務執行監査)、株主総会関連、三様監査の連携概要、有価証券報
告書監査、内部監査部門からの聴取(内部監査報告、内部統制報告、
コンプライアンス報告等)等

また、木通昌生氏は常勤の監査等委員として、日常的な情報収集、取締役会以外の重要な会議への出席、現場

の実査等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査の実効性を高め

る活動を行っております。

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査室（専任１名）を設置しており、経営の透明性を高めるとともに会社にお

ける不正な行為及びリスク等を未然に防止するため、内部監査計画に従って事業活動全般に関する業務執行の妥

当性や有効性及び効率性、適法性等について業務監査を行っております。監査結果については、代表取締役及び

監査等委員会に報告するほか、取締役又は各事業部門の責任者に業務改善に向けた具体的な助言及び勧告を行っ

ております。また、内部監査手続について随時検討を加えるなど、監査等委員である取締役との連携を密にして

業務監査の有効性、合理性、網羅性を維持しております。

当事業年度における内部監査室と代表取締役及び監査等委員の連携状況は、次のとおりであります。

項目 時期 内容

内部監査室が実施した財務報告に係る
内部統制の評価状況・結果に関する監
査等委員会への報告

６月
財務報告に係る内部統制の整備・運用の評価に関
し、実施概要と結果について、報告を受け、意見交
換を行う。

当該事業年度監査計画を共有 ７月
内部監査計画について、基本方針、監査内容、実施
予定日程等の意見交換を行う。

内部監査室が実施した中間期・年度末
棚卸監査結果の代表取締役及び監査等
委員会への報告

４月、10月
中間・期末決算監査結果に係る監査実施状況・結果
等について報告を受け、意見交換を行う。

内部監査状況・結果についての監査等
委員としての情報共有・意見交換

毎月随時
内部監査部門から随時監査報告を受け、実施内容、
経緯結果等について、情報共有・意見交換を行う。
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③ 会計監査の状況

ⅰ) 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

ⅱ)継続監査期間

23年

ⅲ) 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 只隈 洋一

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田中 晋介

ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ６名

その他 ８名

ⅴ) 監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施

することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日

数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などに

より総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める倫理規則に基づき独立性を有することを確

認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。

ⅵ) 監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行

われていることを確認しております。

また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表す

る「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しておりま

す。

当事業年度における会計監査人と監査等委員会の連携内容は、次のとおりであります。

連携内容 時期 内容

当該事業年度の監査計画の説明 ７月
当事業年度の監査計画、監査報酬案の説明を受け、内容
確認と意見交換を行う。

監査結果報告の説明 ５月
連結計算書類及び計算書類に係る監査実施手続と結果に
ついて報告を受け、内容確認と意見交換を行う。

期中レビュー結果の説明
監査状況に関する情報共有

11月
期中レビュー結果について会計監査人より報告を受け、
意見交換を行う。ＫＡＭ（Key Audit Matters）評価の意
見交換を行う。

ＩＴ統制監査に関する講評説明 10月、３月
ＩＴ全般統制の整備状況の評価、ＩＴ業務処理統制に係
る運用状況の評価について報告を受け、内容確認と意見
交換を行う。

④ 監査報酬の内容等

ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 26 － 26 －

連結子会社 － － － －

計 26 － 26 －
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ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（（ⅰ)を除く）

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 － － － 2

連結子会社 － － － －

計 － － － 2

当社における非監査業務の内容は、子会社売却に係る税務助言であります。

ⅲ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、該当事項はありません。

ⅳ) 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査

方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項及び第３

項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

①基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連

動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針

としております。具体的な取締役の報酬は、基本報酬と非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬であります。

当事業年度においては、2024年６月21日開催の取締役会にて代表取締役社長東勤に取締役の個人別の報酬額の具

体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。その権限の内容は、各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価

による報酬額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の

評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬は、2024年６月21日取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議

致しました。監査等委員である取締役の報酬は、2024年６月21日監査等委員である取締役の協議により決定いたし

ました。

②基本報酬の個人別の報酬額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水

準を考慮しながら、総合的に勘案して決定いたします。

③非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方式の決定に関する方針

非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、原則として事業年度ごとに役位、職責等に応じて取締役会で取締役個

人別の割当株式数を決定し、一定の時期に支給しております。

④報酬等の割合の方針

取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の報酬割合については、金銭報酬の額のウエイトが非金銭報酬等の

額より高まる構成としております。

なお、非金銭報酬等については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を果たさないと当
社取締役会において判断した場合その他諸般の事情を考慮して、支給しないことがあります。

⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、代表取締役が会社全体の状況を適切に把握している為、取締役会決議に基づき代表

取締役社長 東 勤がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の担当事業の業

績を踏まえた評価としての基本報酬の額としております。なお、株式報酬は取締役会で取締役個人別の割当株式数

を決議いたします。

⑥役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)
対象となる役員の

人員数(人)
固定報酬

譲渡制限付
株式報酬

取締役
(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)

82 74 8 6

取締役
(監査等委員)
(社外取締役を除く)

3 3 － 1

社外役員 4 4 － 3

（注）2017年６月29日開催の第38回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額

は年額１億50百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額15百万円以内と決議いただいております。

また、別枠で2020年６月26日開催の第41回定時株主総会において、取締役（監査等委員及び社外取締役を除

く）の非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬として年額30百万円以内（ただし年40,000株以内）と決議をいた

だいております。

⑦役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

⑧使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有す

る株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）

に区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の

一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断す

る企業の株式を保有しています。

当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をして

いく基本方針のもと、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当

社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証

の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、

改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 3 7

非上場株式以外の株式 8 599

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 5 6
取引先持株会等を通じた株式の取得
株式分割

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 ― ―

非上場株式以外の株式 ― ―
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、
定量的な保有効果（（注）１）
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

日清食品ホールディ
ングス㈱

87,900 87,900 当該会社の子会社の味日本㈱は食品事業にお
ける仕入取引先であり、取引関係の維持・強
化及び今後の事業発展を目的として保有して
おります。

無

268 369

㈱ヨンキュウ

39,502 38,678
水産事業における販売取引先であり、取引関
係の維持・強化及び今後の事業発展を目的と
して相互保有しております。
株式数の増加は、取引先持株会を通じた定期
取得によるものです。

有

84 90

ヤマエグループホー
ルディングス㈱

46,064 44,801
当該会社の子会社のヤマエ久野㈱は当社事業
における仕入・販売取引先であり、取引関係
の維持・強化及び今後の事業発展を目的とし
て保有しております。
株式数の増加は、取引先持株会を通じた定期
取得によるものです。

無

110 125

㈱九州フィナンシャ
ルグループ

136,242 134,807
当該会社の子会社の㈱鹿児島銀行との間で資
金借入取引を行っており、今後の資金調達の
安定化及び取引関係の維持・強化を図るため
に保有しております。
株式数の増加は、株式累積投資による取得に
よるものです。

無
（注）２

100 153

鳥越製粉㈱

40,600 40,600 食品事業における仕入取引先であり、取引関
係の維持・強化及び今後の事業発展を目的と
して相互保有しております。

有

33 28

第一生命ホールディ
ングス㈱

1,200 300 当該会社の子会社の第一生命保険㈱との間で
保険取引等を行っており、取引関係の維持・
強化を図るため保有しております。
株式数の増加は、株式分割によるものです。

無

1 1

㈱三井住友フィナン
シャルグループ

333 111
当該会社の子会社の㈱三井住友銀行との間で
資金借入取引等を行っており、今後の資金調
達の安定化及び取引関係の維持・強化を図る
ために保有しております。
株式数の増加は、株式分割によるものです。

無
（注）２

1 0

伊藤忠食品㈱

100 100 食品事業における得意先であり、取引関係の
維持・強化及び今後の事業発展を目的として
保有しております。

無

0 0

(注)１ 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法につ

いて記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2025年３

月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有している

ことを確認しております。

２ 当社の株式の保有の有無について「無」と記載している銘柄のうち、㈱九州フィナンシャルグループと㈱三井

住友フィナンシャルグループについては、連結子会社において当社の株式の保有があります。

みなし保有株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

―
― ―

― ―
― ―
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2024年４月１日から2025年３月31日ま

で）の連結財務諸表及び事業年度（2024年４月１日から2025年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法

人トーマツによる監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、会計基準等の内容及び変更等について当社への影響を適切に把握するために公益財団法人財務会計基準機

構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加し、

連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,446 1,638

受取手形 55 35

売掛金 2,001 1,912

商品及び製品 770 822

仕掛品 421 398

原材料及び貯蔵品 1,982 1,837

その他 160 122

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 6,826 6,756

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,370 6,408

減価償却累計額 △4,094 △4,226

建物及び構築物（純額） ※１、※２ 2,275 ※１、※２ 2,182

機械装置及び運搬具 6,349 6,534

減価償却累計額 △5,721 △5,895

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 628 ※２ 639

土地 ※１ 2,222 ※１ 2,216

リース資産 1,051 1,077

減価償却累計額 △187 △279

リース資産（純額） 863 798

建設仮勘定 135 121

その他 567 574

減価償却累計額 △518 △536

その他（純額） ※２ 48 ※２ 37

有形固定資産合計 6,174 5,995

無形固定資産

のれん 47 28

その他 30 31

無形固定資産合計 78 59

投資その他の資産

投資有価証券 1,116 868

繰延税金資産 62 85

その他 488 504

貸倒引当金 △46 △43

投資その他の資産合計 1,620 1,414

固定資産合計 7,873 7,470

資産合計 14,700 14,226
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 796 579

短期借入金 ※１ 3,128 ※１ 3,796

リース債務 98 100

未払法人税等 117 79

賞与引当金 176 184

その他 694 672

流動負債合計 5,012 5,413

固定負債

長期借入金 ※１ 2,864 ※１ 2,355

リース債務 900 827

繰延税金負債 115 -

役員退職慰労引当金 40 54

退職給付に係る負債 82 80

その他 478 360

固定負債合計 4,482 3,678

負債合計 9,494 9,091

純資産の部

株主資本

資本金 603 603

資本剰余金 431 430

利益剰余金 4,674 4,719

自己株式 △875 △865

株主資本合計 4,834 4,888

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 371 246

その他の包括利益累計額合計 371 246

純資産合計 5,206 5,134

負債純資産合計 14,700 14,226
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 ※１ 13,010 ※１ 14,126

売上原価 ※２ 10,772 ※２ 11,648

売上総利益 2,238 2,478

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 565 594

役員報酬 160 133

給料及び賞与 552 576

賞与引当金繰入額 59 62

退職給付費用 18 21

役員退職慰労引当金繰入額 40 13

法定福利及び厚生費 114 116

旅費及び交通費 46 47

賃借料 6 6

減価償却費 35 29

のれん償却額 19 19

研究開発費 ※３ 209 ※３ 202

貸倒引当金繰入額 8 -

その他 413 506

販売費及び一般管理費合計 2,250 2,331

営業利益又は営業損失（△） △11 146

営業外収益

受取利息 5 6

受取配当金 15 20

為替差益 7 9

デリバティブ評価益 37 15

雑収入 72 146

営業外収益合計 138 197

営業外費用

支払利息 39 53

支払補償費 31 -

雑損失 0 6

営業外費用合計 71 59

経常利益 55 285

特別損失

減損損失 ※４ 17 ※４ 67

固定資産除却損 - ※５ 57

投資有価証券売却損 - 11

特別損失合計 17 136

税金等調整前当期純利益 37 149

法人税、住民税及び事業税 158 157

法人税等調整額 △16 △89

法人税等合計 142 68

当期純利益又は当期純損失（△） △104 80

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に
帰属する当期純損失（△）

△104 80
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） △104 80

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 121 △125

その他の包括利益合計 ※１ 121 ※１ △125

包括利益 16 △44

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 16 △44

非支配株主に係る包括利益 - -
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 603 433 4,814 △886 4,965

当期変動額

剰余金の配当 △35 △35

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△104 △104

譲渡制限付株式報酬 △1 10 9

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - △1 △139 10 △130

当期末残高 603 431 4,674 △875 4,834

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 250 250 5,216

当期変動額

剰余金の配当 △35

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△104

譲渡制限付株式報酬 9

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

121 121 121

当期変動額合計 121 121 △9

当期末残高 371 371 5,206
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当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 603 431 4,674 △875 4,834

当期変動額

剰余金の配当 △35 △35

親会社株主に帰属す

る当期純利益
80 80

自己株式の取得 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 △1 9 8

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - △1 45 9 53

当期末残高 603 430 4,719 △865 4,888

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 371 371 5,206

当期変動額

剰余金の配当 △35

親会社株主に帰属す

る当期純利益
80

自己株式の取得 △0

譲渡制限付株式報酬 8

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△125 △125 △125

当期変動額合計 △125 △125 △71

当期末残高 246 246 5,134
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 37 149

減損損失 17 67

減価償却費 462 449

のれん償却額 19 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 40 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △18 △2

固定資産除売却損益（△は益） - 57

投資有価証券売却損益（△は益） - 11

受取利息及び受取配当金 △21 △26

支払利息 39 53

為替差損益（△は益） △3 0

デリバティブ評価益 △37 △15

売上債権の増減額（△は増加） △370 109

棚卸資産の増減額（△は増加） △85 116

仕入債務の増減額（△は減少） 60 △217

その他 389 △59

小計 551 728

利息及び配当金の受取額 21 26

利息の支払額 △38 △57

法人税等の支払額 △87 △194

営業活動によるキャッシュ・フロー 446 502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △249 △225

定期預金の払戻による収入 267 203

有形固定資産の取得による支出 △282 △410

無形固定資産の取得による支出 △16 △10

投資有価証券の取得による支出 △43 △74

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 136

補助金の受取額 91 24

その他 △11 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △244 △356

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △110 105

長期借入れによる収入 1,260 600

長期借入金の返済による支出 △1,068 △545

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △97 △99

自己株式の取得による支出 - △0

配当金の支払額 △35 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー △51 24

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 154 169

現金及び現金同等物の期首残高 1,023 1,177

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,177 ※１ 1,347
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

子会社は8社であり、すべて連結の対象としております。

連結子会社の名称

マリンテック株式会社

コスモ食品株式会社

弘前屋株式会社

株式会社向井珍味堂

永屋水産株式会社

奄美クルマエビ株式会社

株式会社なかしま

株式会社ヤンバル琉宮水産

２ 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ 棚卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定しております。）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ５年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～10年

② 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは水産事業及び食品事業を営んでおり、水産事業においては主に水産飼料類や養殖魚類等の製品の

製造販売を行っており、食品事業においては乾麺・即席麵類やカレー、シチュールー類等の製品の製造販売を行っ

ています。このような製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で履行義務が充足していると判断して

いるものの、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に

収益を認識しております。

取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、返品、値引き、割戻し及び顧客に支払われる

対価を控除した金額で算定しております。

これらの履行義務に対する対価は履行義務充足後、1年以内に受領しており重要な金融要素は含まれていません。

なお、支給品を買い戻す義務を負っている有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として認識

しておりません。

顧客から原材料の支給を受ける有償受給取引については、加工代相当額のみを収益として認識しております。

また、商品売上については、当社グループの役割が代理人に該当する場合には、当該対価の総額から第三者に対

する支払額を差し引いた純額で認識しております。

(6) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、原則として連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、10年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び取得日から３か月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、かつ、価値の変動するおそれのほとんどない短期投資であります。
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(重要な会計上の見積り)

１．連結子会社株式会社ヤンバル琉宮水産の仕掛品の評価

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

仕掛品 132 94

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４（１）③に記載のとおりです。

②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

収益性の低下による帳簿価額切下げの要否の判断及び切下げ額の算定にあたり、将来販売時点までの斃死率

及び追加製造原価並びに将来販売時点における重量及び単価について、見積りを行っております。

上記見積り項目は、気象要因や疫病の発生等様々な外的要因に影響される可能性があるため、これまでの実

績に基づいた仮定を行っております。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

上記の見積り及び仮定について、将来販売時点までにおける気象要因や疫病の発生等様々な外的要因により

見直しが必要となった場合、翌連結会計年度における売上総利益が増減する可能性があります。

２．固定資産の評価

（1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

有形固定資産 6,174 5,995

無形固定資産 78 59

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

当社グループでは、事業用資産については主として事業単位を基準に、本社等に関しては共用資産としてグ

ルーピングを行っております。そのうえで、当該資産グループ単位で減損の兆候の把握を行い、減損の兆候が

あると認められる場合には、対象となる資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳

簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。その結果、減損損失の認識が必

要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しており

ます。

②当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

割引前将来キャッシュ・フローの見積りについては、経営者により承認された各事業の中期経営計画を基礎

として算定しております。割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定である販売数量、販売

価格及び原材料価格については、市場動向や相場推移を勘案して見積もっております。

③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

上記の見積り及び仮定について、将来の経営環境の変化等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年

度以降の連結財務諸表において追加の減損損失（特別損失）が発生する可能性があります。

(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を当連結会計年度

の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。
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(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

(表示方法の変更)

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「補助金収入」は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、当連結会計年度より「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映

させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「補助金収入」18百万円、

「雑収入」53百万円は、「雑収入」72百万円として組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

建物 920百万円 894百万円

土地 1,755 1,755

計 2,676 2,650

(ロ)上記に対応する債務

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

短期借入金 2,175百万円 2,280百万円

長期借入金 1,241 1,076

(１年内返済予定の長期借入金を含む)

計 3,416 3,356

※２ 有形固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

建物及び構築物 96百万円 103百万円

機械装置及び運搬具 63 79

その他 0 1

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等） ３．報告セグメントごとの売上高、

利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。

※２ 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

151百万円 237百万円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

209百万円 202百万円
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※４ 減損損失

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

会社名 場所 用途 種類

株式会社ヤンバル琉宮水産 沖縄県国頭郡 養殖施設 機械装置及び運搬具・その他

奄美クルマエビ株式会社 鹿児島県奄美市 養殖施設 機械装置及び運搬具・その他

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業単位を基準としてグルーピング

を行っております。その結果収益性の悪化及び使用範囲又は方法の変更により回収可能価額が帳簿価額を下回っ

た上記資産グループの固定資産について、減損損失（17百万円）を計上しております。

その内訳は、株式会社ヤンバル琉宮水産の機械装置及び運搬具３百万円、その他０百万円、奄美クルマエビ株

式会社の機械装置及び運搬具12百万円、その他０百万円であります。

なお、上記資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを見込めないことにより、０円として評価しております。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

会社名 場所 用途 種類

コスモ食品株式会社 青森県弘前市 食品製造施設
建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
土地、その他

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業単位を基準としてグルーピング

を行っております。その結果収益性の悪化及び使用範囲又は方法の変更により回収可能価額が帳簿価額を下回っ

た上記資産グループの固定資産について、減損損失（67百万円）を計上しております。

その内訳は、建物及び構築物42百万円、機械装置及び運搬具０百万円、土地20百万円、その他３百万円であり

ます。

なお、上記資産グループの回収可能価額は正味売却価額値により測定しており、正味売却価額は固定資産税評

価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用しております。

※５ 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

建設仮勘定 ― 57百万円

基幹システム更新見直しによる除却であります。

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 172百万円 △185百万円

組替調整額 － 11

法人税等及び税効果調整前 172 △173

法人税等及び税効果額 △51 47

その他有価証券評価差額金 121 △125

その他の包括利益合計 121 △125
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 4,746,000 － － 4,746,000

合計 4,746,000 － － 4,746,000

自己株式

普通株式 809,823 － 10,000 799,823

合計 809,823 － 10,000 799,823

（注）普通株式の自己株式数の減少10,000株は譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少であります。

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会

普通株式 35 ９ 2023年３月31日 2023年６月26日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年６月21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 35 ９ 2024年３月31日 2024年６月24日

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 4,746,000 － － 4,746,000

合計 4,746,000 － － 4,746,000

自己株式

普通株式 799,823 20 9,000 790,843

合計 799,823 20 9,000 790,843

（注）普通株式の自己株式数の増加20株は単元未満株式買取による増加であり、減少9,000株は譲渡制限付株式報酬とし

ての自己株式の処分による減少であります。

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年６月21日
定時株主総会

普通株式 35 ９ 2024年３月31日 2024年６月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 47 12 2025年３月31日 2025年６月23日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

現金及び預金勘定 1,446百万円 1,638百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△268 △290

現金及び現金同等物 1,177 1,347

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

・有形固定資産 主として、食品事業関連における生産設備（機械及び装置）であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法」に記載のとおりであります。

２ オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

１年内 ― ―

１年超 26 26

合計 26 26

(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資産運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針

であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グル

ープの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式

であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

仕入債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建

てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達で

あります。短期借入金の一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、借入期間は短期間であり、

定期的に把握された金利が取締役会に報告されております。

また、仕入債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を

作成するなどの方法により管理しております。
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(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。

２ 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2024年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券 1,108 1,108 ―

資産計 1,108 1,108 ―

長期借入金(※２) 3,357 3,317 △40

リース債務(※２) 998 993 △4

負債計 4,356 4,311 △44

デリバティブ取引(※３) 57 57 ―

(※１)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金で

あること、及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して

おります。

(※２)長期借入金及びリース債務には、１年以内に期限到来部分を含めて記載しております。

(※３)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(※４)投資信託は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしてお

り、「投資有価証券」に当該投資信託が含まれております。

(※５)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

区分
前連結会計年度
(2024年３月31日)

非上場株式 8

当連結会計年度(2025年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

投資有価証券 860 860 ―

資産計 860 860 ―

長期借入金(※２) 3,412 3,355 △56

リース債務(※２) 927 924 △3

負債計 4,340 4,280 △60

デリバティブ取引(※３) 72 72 ―

(※１)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金で

あること、及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して

おります。

(※２)長期借入金及びリース債務には、１年以内に期限到来部分を含めて記載しております。

(※３)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(※４)投資信託は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしてお

り、「投資有価証券」に当該投資信託が含まれております。
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(※５)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

区分
当連結会計年度
(2025年３月31日)

非上場株式 7

(注１)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 1,443 ― ― ―

受取手形 55 ― ― ―

売掛金 2,001 ― ― ―

投資有価証券

その他有価証券のうち満期がある
もの(債券)

30 36 ― ―

合計 3,530 36 ― ―

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 1,635 ― ― ―

受取手形 35 ― ― ―

売掛金 1,912 ― ― ―

投資有価証券

その他有価証券のうち満期がある
もの(債券)

― 63 ― ―

合計 3,582 63 ― ―

(注２)長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金 493 939 390 380 306 848

リース債務 98 98 100 99 101 499

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金 1,056 510 500 426 200 718

リース債務 100 105 103 104 98 414

なお、短期借入金の返済予定額は、「⑤ 連結附属明細表 借入金等明細表」に記載しております。



― 56 ―

３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2024年３月31日) （単位：百万円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 796 ― ― 796

債券 ― 62 ― 62

デリバティブ取引 ― 57 ― 57

資産計 796 119 ― 916

（注）時価の算定に関する会計基準の適用指針第24-２項に従い、基準価額を時価とみなした投資信託は上記に含

めておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上額は249百万円であります。

当連結会計年度(2025年３月31日) （単位：百万円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 599 ― ― 599

債券 ― 63 ― 63

デリバティブ取引 ― 72 ― 72

資産計 599 136 ― 736

（注）時価の算定に関する会計基準の適用指針第24-２項に従い、基準価額を時価とみなした投資信託は上記に含

めておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上額は197百万円であります。

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度(2024年３月31日) （単位：百万円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 3,317 ― 3,317

リース債務 ― 993 ― 993

負債計 ― 4,311 ― 4,311

当連結会計年度(2025年３月31日) （単位：百万円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 ― 3,355 ― 3,355

リース債務 ― 924 ― 924

負債計 ― 4,280 ― 4,280

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式及び債券は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している債券は、市場での取引頻度が低く、活
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発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しており、レベル2の時価に分

類しております。

(有価証券関係)

１ その他有価証券

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 767 235 532

債券 57 48 9

その他 161 128 32

小計 986 412 574

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 28 29 △0

債券 4 5 △0

その他 87 102 △14

小計 121 137 △15

合計 1,108 549 558

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額8百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 599 254 345

債券 29 26 2

その他 197 167 30

小計 826 448 378

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

債券 34 35 △0

その他 ― ― ―

小計 34 35 △0

合計 860 483 377

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額７百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。
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２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 28 12 ―

その他 85 ― 23

合計 114 12 23

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2024年３月31日)

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引
以外の
取引

通貨スワップ取引

受取米ドル・支払円 248 248 57 57

合計 248 248 57 57

（注）時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。

当連結会計年度(2025年３月31日)

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引
以外の
取引

通貨スワップ取引

受取米ドル・支払円 248 248 72 72

合計 248 248 72 72

（注）時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。
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(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は確定拠出制度を採用しております。一部の連結子会社は非積立型の確定給付制度（退職一時金制度）を

採用しており、中小企業退職金共済制度にも加入しております。

連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しておりま

す。

２ 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

前連結会計年度
(自2023年４月１日
至2024年３月31日)

当連結会計年度
(自2024年４月１日
至2025年３月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 101百万円 82百万円

退職給付費用 △4 6

退職給付の支払額 13 9

退職給付に係る負債の期末残高 82 80

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

非積立制度の退職給付債務 82百万円 80百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 82 80

退職給付に係る負債 82 80

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 82 80

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 △４百万円 当連結会計年度 ６百万円

３ 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度40百万円、当連結会計年度43百万円であり、連結子会社

の中小企業退職金共済制度への拠出額は前連結会計年度17百万円、当連結会計年度20百万円であります。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

賞与引当金 55百万円 67百万円

役員退職慰労引当金等 100 91

減損損失 196 200

繰越欠損金 (注２) 612 741

その他 241 228

繰延税金資産小計 1,205 1,328

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注２) △612 △741

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △476 △385

評価性引当額 (注１) △1,089 △1,126

繰延税金資産合計 116 201

繰延税金負債との相殺額 △53 △116

繰延税金資産の純額 62 85

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △168 △116

繰延税金負債合計 △168 △116

繰延税金資産との相殺額 53 116

繰延税金負債の純額 △115 －

繰延税金資産負債の純額 △52 85

(注)１ 評価性引当額の増加の主な内容は、子会社の税務上の繰越欠損金の増加であります。

２ 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の繰越欠損金
(※)

24 71 38 4 121 352 612

評価性引当額 △24 △71 △38 △4 △121 △352 △612

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

税務上の繰越欠損金
(※)

73 40 ― 5 124 497 741

評価性引当額 △73 △40 ― △5 △124 △497 △741

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度
(2024年３月31日)

当連結会計年度
(2025年３月31日)

法定実効税率 29.9 ％ 29.9 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.0 1.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.8 △0.6

住民税均等割等 61.1 16.4

税額控除 △34.3 △17.1

のれん償却額 15.0 3.8

税率変更による影響 － △1.9

連結子会社との税率差異 △26.7 △7.0

評価性引当額の増減 323.3 18.8

その他 1.6 2.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 375.1 45.8

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1

日以後に開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の29.9%から、2026年4月1日以後に開始する連結会計

年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.8%となります。なお、この税率変更による影響は軽微でありま

す。

(収益認識関係)

１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．

会計方針に関する事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

当社グループの契約資産及び契約負債については、残高がなく、変動も発生していないため、記載を省略し

ております。また、前連結会計年度以前の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年

度に認識した収益はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

当社グループの残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が１年を超える取引

はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等

はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会や経営政策

会議が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は、製品の類似性に基づいて事業体系を構築しており、各事業別に製造計画及び販売戦略を立案し、事業

活動を展開しております。

したがって、当社は製品の種類別セグメントから構成されており、「水産事業」及び「食品事業」の２つを報

告セグメントとしております。

「水産事業」は、クルマエビ・ハマチ等の養魚用飼料類の製造販売、タイ・ハマチ等の養殖魚の販売、アユ等

の魚類用種苗の生産、クルマエビ・スギの養殖生産等であります。

「食品事業」は、麺類、カレールー、ドレッシング、きな粉、かき揚げ等の製造販売を行っております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
計

調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２水産事業 食品事業

売上高

水産飼料類 5,615 － 5,615 － 5,615

養殖魚類 1,959 － 1,959 － 1,959

乾麺・即席麺類 － 2,482 2,482 － 2,482

カレールー・シチュールー類 － 1,629 1,629 － 1,629

穀粉類 － 727 727 － 727

かき揚げ類 － 596 596 － 596

顧客との契約から生じる収益 7,574 5,436 13,010 － 13,010

外部顧客への売上高 7,574 5,436 13,010 － 13,010

セグメント利益又は損失（△） 390 △44 345 △290 55

セグメント資産 5,690 7,225 12,916 1,784 14,700

その他の項目

減価償却費 166 284 451 11 462

のれんの償却額 － 19 19 － 19

受取利息 0 5 5 0 5

支払利息 0 19 19 19 39

減損損失 17 － 17 － 17

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

146 121 267 50 318

(注) １ 調整額は以下のとおりであります。
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(1) セグメント利益又はセグメント損失の調整額△290百万円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会

社の管理部門に係る販売費及び一般管理費並びに営業外損益であります。

(2) セグメント資産の調整額1,784百万円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

２ セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
計

調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２水産事業 食品事業

売上高

水産飼料類 6,111 － 6,111 － 6,111

養殖魚類 2,427 － 2,427 － 2,427

乾麺・即席麺類 － 2,536 2,536 － 2,536

カレールー・シチュールー類 － 1,793 1,793 － 1,793

穀粉類 － 699 699 － 699

かき揚げ類 － 557 557 － 557

顧客との契約から生じる収益 8,539 5,587 14,126 － 14,126

外部顧客への売上高 8,539 5,587 14,126 － 14,126

セグメント利益 521 42 564 △279 285

セグメント資産 5,547 6,956 12,503 1,722 14,226

その他の項目

減価償却費 156 281 438 10 449

のれんの償却額 － 19 19 － 19

受取利息 0 5 5 0 6

支払利息 0 19 20 33 53

減損損失 － 67 67 － 67

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

174 227 401 7 408

(注) １ 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△279百万円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門に係る

販売費及び一般管理費並びに営業外損益であります。

(2) セグメント資産の調整額1,722百万円は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の余資運用資金

（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

水産事業 食品事業 計 調整額 合計

当期償却額 － 19 19 － 19

当期末残高 － 47 47 － 47

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

水産事業 食品事業 計 調整額 合計

当期償却額 － 19 19 － 19

当期末残高 － 28 28 － 28
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【報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

記載すべき事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

記載すべき事項はありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

１株当たり純資産額 1,319.34円 1,298.24円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△26.47円 20.45円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰
属する当期純損失（△）(百万円)

△104 80

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）(百万円)

△104 80

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,943 3,952

(重要な後発事象)

子会社株式の譲渡

当社は、2025年４月21日開催の取締役会において、連結子会社であるマリンテック株式会社（以下「マリンテ

ック」という）の株式の一部を譲渡することを決議し、2025年4月22日付で株式を譲渡いたしました。これによ

り、マリンテックは当社の連結子会社から除外されることとなります。

１ 株式譲渡の理由

当社は、2011年1月にマリンテック（旧社名 日清マリンテック株式会社）を連結子会社化し、同社の経営の安

定化と事業の成長及び当社事業とのシナジー効果を発揮する取組みを進めてまいりました。

その結果、マリンテックの経営は安定化の見通しとなり、当社は、同社事業の更なる成長と当社グループの主

要セグメントの一つである水産事業の事業再編について協議・検討を重ねてまいりました。こうしたなか、譲渡

相手先が考えるシナジー効果や経営ノウハウが、マリンテックの企業価値の更なる向上と水産業界の発展に資す

るものと判断し本件譲渡を実施することといたしました。

２ 株式譲渡の相手先の名称

当事者間の守秘義務と譲渡相手先の強い要望により非開示とさせていただきます。

３ 株式譲渡日

2025年４月22日
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４ 当該子会社の概要

（1）名称 マリンテック株式会社

（2）事業内容 魚介類種苗の生産及び養魚用栄養強化剤の製造販売

５．譲渡する株式の数、譲渡後の持分比率、譲渡価額及び譲渡損益

（1）譲渡する株式の数 43,068株

（2）譲渡後の持分比率 3%

（3）譲渡価額 当事者間の守秘義務と譲渡相手先の強い要望により非開示とさせていただきます。

（4）譲渡損益 本株式譲渡により、翌連結会計年度において、関係会社株式売却益として210百万円の

特別利益を計上する見込であります。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 2,635 2,740 0.834 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 493 1,056 0.801 ―

１年以内に返済予定のリース債務 98 100 1.667 ─

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

2,864 2,355 0.796 2026年～2038年

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

900 827 1.698 2026年～2034年

計 6,991 7,080 ― ―

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額

は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 510 500 426 200

リース債務 105 103 104 98

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

(累計期間) 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 7,335 14,126

税金等調整前中間(当期)純利益 (百万円) 213 149

親会社株主に帰属する中間
（当期）純利益

(百万円) 157 80

１株当たり中間（当期）純利益 (円) 39.95 20.45
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 483 574

受取手形 55 34

売掛金 ※２ 1,579 ※２ 1,443

商品及び製品 525 580

仕掛品 49 68

原材料及び貯蔵品 1,274 1,165

前渡金 0 -

前払費用 10 25

その他 ※２ 59 ※２ 53

貸倒引当金 △199 △196

流動資産合計 3,837 3,749

固定資産

有形固定資産

建物 ※１、３ 1,405 ※１、３ 1,350

構築物 77 72

機械及び装置 ※３ 450 ※３ 445

船舶 0 0

車両運搬具 14 12

工具、器具及び備品 22 18

土地 ※１ 1,764 ※１ 1,764

リース資産 659 597

建設仮勘定 88 93

有形固定資産合計 4,482 4,354

無形固定資産

ソフトウエア 8 11

電話加入権 3 3

無形固定資産合計 12 15

投資その他の資産

投資有価証券 1,002 868

関係会社株式 2,060 2,060

出資金 8 8

関係会社長期貸付金 1,193 1,141

破産更生債権等 2 2

長期前払費用 60 79

繰延税金資産 - 10

長期未収入金 ※２ 1,200 ※２ 1,541

その他 265 266

貸倒引当金 △1,932 △2,136

投資その他の資産合計 3,862 3,844

固定資産合計 8,357 8,214

資産合計 12,195 11,964
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※２ 593 ※２ 319

短期借入金 ※１ 2,245 ※１ 2,445

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 418 ※１ 978

リース債務 64 65

未払金 ※２ 234 ※２ 329

未払費用 84 104

未払法人税等 103 57

未払消費税等 131 20

前受金 4 10

預り金 16 16

賞与引当金 106 116

その他 8 14

流動負債合計 4,012 4,477

固定負債

長期借入金 ※１ 2,367 ※１ 1,938

関係会社長期借入金 44 33

リース債務 676 610

繰延税金負債 115 -

債務保証損失引当金 49 34

資産除去債務 12 12

長期預り保証金 165 157

長期未払金 289 179

固定負債合計 3,720 2,967

負債合計 7,733 7,445

純資産の部

株主資本

資本金 603 603

資本剰余金

資本準備金 393 393

その他資本剰余金 52 51

資本剰余金合計 446 445

利益剰余金

利益準備金 65 65

その他利益剰余金

別途積立金 3,030 3,030

繰越利益剰余金 812 994

利益剰余金合計 3,907 4,089

自己株式 △875 △865

株主資本合計 4,082 4,273

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 380 246

評価・換算差額等合計 380 246

純資産合計 4,462 4,519

負債純資産合計 12,195 11,964
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

売上高 ※１ 8,375 ※１ 8,890

売上原価 ※１ 6,818 ※１ 7,214

売上総利益 1,556 1,675

販売費及び一般管理費 ※１・２ 1,319 ※１・２ 1,359

営業利益 237 316

営業外収益

受取利息及び配当金 ※１ 23 ※１ 30

為替差益 47 4

その他 ※１ 143 ※１ 206

営業外収益合計 215 241

営業外費用

支払利息 ※１ 32 ※１ 45

貸倒引当金繰入額 387 186

その他 31 5

営業外費用合計 452 236

経常利益 0 321

特別損失

固定資産除却損 - 57

特別損失合計 - 57

税引前当期純利益 0 264

法人税、住民税及び事業税 127 120

法人税等調整額 △1 △73

法人税等合計 126 46

当期純利益又は当期純損失（△） △126 217
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 603 393 54 448 65 3,030 973 4,068

当期変動額

剰余金の配当 △35 △35

当期純損失（△） △126 △126

譲渡制限付株式報酬 △1 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - △1 △1 - - △161 △161

当期末残高 603 393 52 446 65 3,030 812 3,907

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △886 4,234 265 265 4,500

当期変動額

剰余金の配当 △35 △35

当期純損失（△） △126 △126

譲渡制限付株式報酬 10 9 9

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

114 114 114

当期変動額合計 10 △152 114 114 △37

当期末残高 △875 4,082 380 380 4,462
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当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 603 393 52 446 65 3,030 812 3,907

当期変動額

剰余金の配当 △35 △35

当期純利益 217 217

自己株式の取得

譲渡制限付株式報酬 △1 △1

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - △1 △1 - - 182 182

当期末残高 603 393 51 445 65 3,030 994 4,089

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △875 4,082 380 380 4,462

当期変動額

剰余金の配当 △35 △35

当期純利益 217 217

自己株式の取得 △0 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 9 8 8

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△134 △134 △134

当期変動額合計 9 191 △134 △134 56

当期末残高 △865 4,273 246 246 4,519
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品・製品・仕掛品・原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算定してお

ります。）

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ５年～50年

構築物 ５年～50年

機械及び装置 ２年～10年

車両運搬具 ２年～７年

工具、器具及び備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産

ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

（3）債務保証損失引当金

債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を個別に勘案し、損失負担見込額を計上しておりま

す。
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５ 収益及び費用の計上基準

当社は水産事業及び食品事業を営んでおり、水産事業においては主に水産飼料類等の製品の製造販売を行って

おり、食品事業においては乾麺・即席麵類等の製品の製造販売を行っています。このような製品の販売について

は、顧客に製品を引き渡した時点で履行義務が充足していると判断しているものの、出荷時から当該製品の支配

が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、返品、値引き、割戻し及び顧客に支払われ

る対価を控除した金額で算定しております。

これらの履行義務に対する対価は履行義務充足後、1年以内に受領しており重要な金融要素は含まれていませ

ん。

なお、支給品を買い戻す義務を負っている有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として認

識しておりません。

顧客から原材料の支給を受ける有償受給取引については、加工代相当額のみを収益として認識しております。

また、商品売上については、当社の役割が代理人に該当する場合には、当該対価の総額から第三者に対する支

払額を差し引いた純額で認識しております。

６ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、原則として決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

(重要な会計上の見積り)

１．関係会社株式及び関係会社に対する金銭債権の評価

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

関係会社株式 2,060 2,060

関係会社に対する金銭債権 2,651 2,910

貸倒引当金 2,126 2,327

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

関係会社株式の評価基準及び評価方法は注記事項（重要な会計方針）１（１）に、貸倒引当金の計上基準

は注記事項（重要な会計方針）４（１）に、それぞれ記載のとおりです。また関係会社株式の評価にあたっ

て算定した実質価額が帳簿価額に比して著しく低下した場合には、その回復可能性が十分な証拠によって裏

付けられない限り減損処理を行っています。

②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

関係会社株式の評価に用いる実質価額及び関係会社に対する金銭債権の評価に用いる回収不能見積額の算

定にあたっては、各関係会社における業績予測数値に基づき見積っております。当該見積りには、経営環境

等の外部要因に関する情報や、当社及び関係会社各社が用いている内部の情報（予算及び過年度実績等）を

用いております。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

上記の見積り及び仮定について、将来の不確実な経済条件の変動や投資計画の進捗状況等により見直しが

必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において追加の関係会社株式評価損（特別損失）や貸倒引当

金繰入額（営業外費用）が発生する可能性があります。

２．固定資産の評価

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

有形固定資産 4,482 4,354

無形固定資産 12 15

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
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当社では、事業用資産については主として事業単位を基準に、本社等に関しては共用資産としてグルーピ

ングを行っております。そのうえで、当該資産グループ単位で減損の兆候の把握を行い、減損の兆候がある

と認められる場合には、対象となる資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿

価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しております。その結果、減損損失の認識が必

要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上してお

ります。

②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

割引前将来キャッシュ・フローの見積りについては、経営者により承認された各事業の中期経営計画を基

礎として算定しております。割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定である販売数量、

販売価格及び原材料価格については、市場動向や相場推移を勘案して見積もっております。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

上記の見積り及び仮定について、将来の経営環境の変化等により見直しが必要となった場合、翌事業年度

以降の財務諸表において減損損失（特別損失）が発生する可能性があります。

(会計方針の変更)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を当事業年度の

期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

(貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び担保に係る債務

(イ)担保に供している資産

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

建物 407百万円 396百万円

土地 1,677 1,677

計 2,085 2,074

(ロ)担保に係る債務

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

短期借入金 2,085百万円 2,195百万円

長期借入金 895 770

(１年内返済予定の長期借入金を含む)

計 2,980 2,965

※２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

短期金銭債権 257百万円 227百万円

長期金銭債権 1,200 1,541

短期金銭債務 0 0

※３ 有形固定資産の圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

建物及び構築物 90百万円 90百万円

機械及び装置 24 24
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※４ 保証債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

コスモ食品株式会社 100百万円 30百万円

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

営業取引による取引高

売上高 1,227百万円 1,308百万円

仕入高 7 7

販売費及び一般管理費 0 0

営業取引以外の取引による取引高

受取利息 10 13

営業外収益その他 107 105

支払利息 0 0

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

運賃諸掛 331百万円 338百万円

役員報酬 125 91

給料及び賞与 299 323

賞与引当金繰入額 36 38

退職給付費用 13 13

減価償却費 11 11

研究開発費 209 201

おおよその割合

販売費 57％ 56％

一般管理費 43 44

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載し

ておりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：百万円)

区分 2024年３月31日 2025年３月31日

子会社株式 2,060 2,060
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

繰延税金資産

賞与引当金 31百万円 44百万円

未払役員退職慰労金 86 72

債務保証損失引当金 14 10

貸倒引当金 637 718

関係会社株式 381 393

その他 86 78

繰延税金資産小計 1,238 1,317

評価性引当額 △1,155 △1,160

繰延税金資産合計 83 156

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △168 △116

その他 △30 △29

繰延税金負債合計 △198 △145

繰延税金資産の純額 △115 10

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の要因となった

主要な項目別の内訳

前事業年度
(2024年３月31日)

当事業年度
(2025年３月31日)

法定実効税率 29.9％ 29.9％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1,404.4 0.6

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △429.4 △0.3

住民税均等割等 12,954.2 6.9

税額控除 △9,110.5 △9.1

税率変更による影響 － △0.5

評価性引当額の増減 82,783.8 △10.9

その他 801.7 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 88,434.1 17.7

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1

日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資

産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の29.9%から、2026年4月1日以後に開始する事業年度以降

に解消が見込まれる一時差異については30.8%となります。なお、この税率変更による影響は軽微であります。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(重要な後発事象)

子会社株式の譲渡

１ 連結財務諸表等 注記事項（重要な後発事象）に同一の内容を記載しております。

なお、翌事業年度において、関係会社株式売却益として615百万円の特別利益を計上する見込みであります。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 1,405 29 0 83 1,350 2,253

構築物 77 － － 4 72 330

機械及び装置 450 129 6 127 445 4,330

船舶 0 － － － 0 1

車両運搬具 14 4 0 6 12 110

工具、器具及び備品 22 7 0 11 18 388

リース資産 659 － － 62 597 151

土地 1,764 － － － 1,764 －

建設仮勘定 88 106 101 － 93 －

計 4,482 277 108 296 4,354 7,566

無形固定資産 ソフトウエア 8 8 － 5 11 －

電話加入権 3 － － － 3 －

計 12 8 － 5 15 －

(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 鹿児島工場 飼料製造設備の取得 58百万円

機械及び装置 本社工場 食品製造設備の取得 47百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 管理部 基幹システム更新見直しによる除却 62百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 2,132 204 3 2,333

賞与引当金 106 116 106 116

債務保証損失引当金 49 － 14 34

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。
ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL http://www.k-higashimaru.co.jp/

株主に対する特典 1,000株以上保有の株主に対し、年２回自社製品を贈呈
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度

(第45期)

自 2023年４月１日

至 2024年３月31日

2024年６月26日

九州財務局長に提出

(2) 内部統制報告書

2024年６月26日九州財務局に提出。

(3) 半期報告書及び確認書

第46期中 自 2024年４月１日

至 2024年９月30日

2024年11月13日

九州財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総

会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書

2024年６月26日

九州財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

２０２５年６月２０日

株 式 会 社 ヒ ガ シ マ ル

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

福岡事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 只 隈 洋 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 晋 介

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ヒガシマルの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ヒガシマル及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

会社及び連結子会社（以下、「会社グループ」とい

う。）は、水産事業及び食品事業を行っている。注記事

項（重要な会計上の見積り）に記載のとおり、当連結会

計年度末における有形固定資産及び無形固定資産の残高

は、それぞれ5,995百万円及び59百万円である。また、

会社グループは、当連結会計年度において減損損失67百

万円を計上している。

会社グループは、事業単位又は会社単位を基準として

資産のグルーピングを行い、減損の兆候が識別された資

産グループについては、割引前将来キャッシュ・フロー

と帳簿価額を比較して減損損失の認識要否を判断してい

る。割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回っ

た場合、会社グループは、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上す

る。

固定資産の減損損失の認識要否の判断にあたって用い

られる割引前将来キャッシュ・フローは、その見積りに

おいて複数の仮定が用いられる。

これらの仮定のうち主要なものは、販売数量及び販売

価格並びに原材料価格である。販売数量及び販売価格は

将来における需要の動向等に影響を受け、原材料価格は

相場等の影響を受ける。

これらの仮定については経営者の主観的判断に依拠せ

ざるを得ず、不確実性を伴うことから、監査上の主要な

検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、固定資産の評価の妥当性を検討するに

あたり、以下の検討を実施した。

・資産のグルーピングがキャッシュ・フローの生成状

況を反映し適切に決定されているかどうかを確かめた。

・各資産グループについて、減損の兆候が網羅的に識

別されているかどうかを確かめた。

・減損の兆候が識別された資産グループについて、経

営者が割引前将来キャッシュ・フローの見積りを行う方

法及びその承認プロセスの理解を行った。

・割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる

中期経営計画が経営者によって承認されたものと整合し

ていることを確かめた。

・過年度に立案された中期経営計画と実績との比較を

行い、中期経営計画の見積りの精度を評価した。

・中期経営計画に含まれる重要な仮定については、以

下の手続を実施した。

① 販売数量については、製品の需要の見通しが合理

的であるかどうかを検討するとともに、生産能力

とも整合していることを確かめた。

② 販売単価については、直近の販売価格の実績との

比較を行うとともに、想定された値上げについて

は、その実現可能性が高いかどうかを検討した。

③ 原材料価格については、直近の仕入価格の実績と

の比較を行うとともに、想定される値上げが反映

されているかどうかを検討した。

・以上の手続により合理性が確かめられた中期経営計

画に基づき割引前将来キャッシュ・フローが正確に算定

されていることを確かめた。

・減損損失の認識が必要と判断された資産グループに

ついては適切に算定された回収可能価額に基づき減損損

失が計上されていることを確かめた。
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株式会社ヤンバル琉宮水産の在庫評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

連結子会社である株式会社ヤンバル琉宮水産は、養殖

事業を行っている。注記事項（重要な会計上の見積り）

に記載のとおり、当連結会計年度末において、同社の養

殖中水産物94百万円が仕掛品として計上されている。

会社グループの棚卸資産の評価基準及び評価方法は注

記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項）４（１）③ に記載のとおりである。

株式会社ヤンバル琉宮水産は、収益性の低下による帳

簿価額切下げの要否の判断及び切下げ額の算定に用いた

正味売却価額の見積りにあたり、将来販売時点までの斃

死率及び追加製造原価、並びに将来販売時点における重

量及び単価について、複数の重要な仮定を置いている。

これらの仮定の中で、斃死率、追加製造原価及び販売

重量については気象要因や疫病の発生等様々な外的要因

に影響され、販売単価についても天然物の漁獲量や国内

における需要等の外的要因に影響される。

したがって、一部の仮定については依拠できる客観的

指標がないため、経営者の主観的判断に依拠せざるを得

ず、不確実性を伴うことから、監査上の主要な検討事項

に該当するものと判断した。

当監査法人は、養殖魚類の仕掛品の評価の妥当性を検

討するにあたり、経営者が正味売却価額の算定のために

用いた重要な仮定について、以下の検討を実施した。

・経営者が会計上の見積りを行う方法及びその承認プ

ロセスの理解を行った。

・斃死率については、過去実績との比較を行った。

・将来販売時点までの追加製造原価については、過去

実績との比較により経営者が設定した餌の投入量と魚体

重の成長との相関関係を評価した。

・販売重量については、決算日時点での魚体重の測定

方法の合理性を評価するとともに、将来販売時点までの

魚体重の成長予測について過去実績との比較を行った。

・販売単価については、過年度における見積販売単価

とそれに対する実績を比較し、過年度の見積りの精度を

評価するとともに、経営者への質問により、経営者の採

用した販売単価の見積方法の合理性を評価した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
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しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連

結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及

び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ヒガシマルの2025年3

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ヒガシマルが2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択

及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が

ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

２０２５年６月２０日

株 式 会 社 ヒ ガ シ マ ル

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

福岡事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 只 隈 洋 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 晋 介

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ヒガシマルの2024年4月1日から2025年3月31日までの第46期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ヒガシマルの2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において

対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

会社は、水産事業及び食品事業を行っている。注記事

項（重要な会計上の見積り）に記載のとおり、当事業年

度末における有形固定資産及び無形固定資産の残高は、

それぞれ4,354百万円及び15百万円である。

会社は、事業単位を基準として資産のグルーピングを

行い、減損の兆候が識別された資産グループについて

は、割引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較し

て減損損失の認識要否を判断している。割引前将来キャ

ッシュ・フローが帳簿価額を下回った場合、会社は、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上する。

固定資産の減損損失の認識要否の判断にあたって用い

られる割引前将来キャッシュ・フローは、その見積りに

おいて複数の仮定が用いられる。

これらの仮定のうち主要なものは、販売数量及び販売

価格並びに原材料価格である。販売数量及び販売価格は

将来における需要の動向等に影響を受け、原材料価格は

相場等の影響を受ける。

これらの仮定については経営者の主観的判断に依拠せ

ざるを得ず、不確実性を伴うことから、監査上の主要な

検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、固定資産の評価の妥当性を検討するに

あたり、以下の検討を実施した。

・資産のグルーピングがキャッシュ・フローの生成状

況を反映し適切に決定されているかどうかを確かめた。

・各資産グループについて、減損の兆候が網羅的に識

別されているかどうかを確かめた。

・減損の兆候が識別された資産グループについて、経

営者が割引前将来キャッシュ・フローの見積りを行う方

法及びその承認プロセスの理解を行った。

・割引前将来キャッシュ・フローの算定の基礎となる

中期経営計画が経営者によって承認されたものと整合し

ていることを確かめた。

・過年度に立案された中期経営計画と実績との比較を

行い、中期経営計画の見積りの精度を評価した。

・中期経営計画に含まれる重要な仮定については、以

下の手続を実施した。

① 販売数量については、製品の需要の見通しが合理

的であるかどうかを検討するとともに、生産能力

とも整合していることを確かめた。

② 販売単価については、直近の販売価格の実績との

比較を行うとともに、想定された値上げについて

は、その実現可能性が高いかどうかを検討した。

③ 原材料価格については、直近の仕入価格の実績と

の比較を行うとともに、想定される値上げが反映

されているかどうかを検討した。

・以上の手続により合理性が確かめられた中期経営計

画に基づき割引前将来キャッシュ・フローが正確に算定

されていることを確かめた。
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関係会社投融資の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとおり、

当事業年度末における子会社への投資残高及び子会社に

対する金銭債権の残高は、それぞれ2,060百万円及び

2,910百万円である。また、当事業年度末において、子

会社に対する金銭債権について貸倒引当金2,327百万円

が計上されている。

子会社に対する金銭債権は、運転資金及び設備資金の

貸付、並びに製品販売及び経営指導等の役務提供に係る

債権である。

会社の子会社株式の評価基準及び評価方法は注記事項

（重要な会計方針）１（１）に、貸倒引当金の計上基準

は注記事項（重要な会計方針）４（１） に、それぞれ

記載のとおりである。

子会社への投資について、会社は、実質価額が帳簿価

額に比して著しく低下した場合には、その回復可能性が

十分な証拠によって裏付けられない限り減損処理を行っ

ている。

子会社に対する金銭債権について、会社は、子会社の

財政状態及び経営成績等に応じて子会社ごとに回収不能

見積額を算定し、貸倒引当金を計上している。

これらの投資及び金銭債権の残高は重要であり、その

評価に用いる実質価額又は回収不能見積額の算定にあた

っては、子会社が作成した利益計画に基づく将来キャッ

シュ・フローの見積りが含まれている。

将来キャッシュ・フローの見積りには、生産数量及び

販売数量の見込み並びに相場の予測など、複数の重要な

仮定を置いており、とりわけ、水産物の生産数量につい

ては気象要因や疫病の発生等様々な外的要因に影響さ

れ、相場の予測についても同様に外的要因に影響され

る。したがって、客観的指標ではなく経営者の主観的判

断に依拠せざるを得ず、不確実性を伴うことから、監査

上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、子会社への投資及び金銭債権の評価の

妥当性を検討するにあたり、会社が見積もった実質価額

又は回収不能見積額の基礎となる将来キャッシュ・フロ

ーについて、以下の検討を実施した。

・経営者が会計上の見積りを行う方法及びその承認プ

ロセスの理解を行った。

・将来キャッシュ・フローについては、その基礎とな

る利益計画が経営者によって承認された次年度の予算及

び中期経営計画と整合していることを確かめた。さら

に、過年度における予算及び中期経営計画とそれらの実

績を比較することにより、利益計画の見積りの精度を評

価した。

・利益計画の見積りに含まれる主要な仮定である生産

数量及び販売数量の見込み並びに相場の予測について

は、経営者への質問を実施するとともに、利用可能な外

部データとの比較及び過去実績からの趨勢分析を実施し

た。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
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示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が

別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。


